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はじめに 

松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（以下、「条

例」という。）は、有害物質に汚染された土砂等の埋立てや崩落等の発生を未然に防止し、

市民の生活環境を保全することを目的としています。 

この手引きは、土砂等の埋立て等を行う皆様に、条例の内容を理解して頂くとともに、

条例に基づく諸手続きに必要な事項等を解説したものです。 

条例の目的を十分理解し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生の防止に努

めてください。 

 

1 土砂等の埋立て等の事業を行う方へ 

300平方メートル以上の区域で行う埋立て、盛土又は堆積等を特定事業といい、特定事

業を行う場合は、事前に条例に基づく許可が必要です。 

条例では、300平方メートル未満の埋立て等を行う場合であっても、安全基準に適合し

ない土砂等の埋立て等を行ってはならないこととしています。 

 

2 特定事業の手続き等について 

条例に基づく特定事業の許可を申請する前に、事前協議を終了していることが必要で

す。 

その他各種法令等の規制を受ける場合には、所要の手続きをしてください。 

 

3 許可の適用除外となる事業について 

以下の事業については、許可の適用除外事業です。ただし、安全基準に適合しない土砂

等の埋立て等を行ってはならない等の、すべての土砂等の埋立て等の事業に適用する条

例の規定は、適用されます。 

(1) 適用除外事業 

ア 国、地方公共団体及び松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生 

の防止に関する条例施行規則（以下、「規則」という。）第 3条第 1項で定める公共的

団体が行う事業 

イ 採石法等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を販売するた

めに一時的に堆積を行う事業 

ウ 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛

土する事業 

エ 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、農地の改

善を行う事業 

オ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為とし

て行う事業 
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カ 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業 

キ 自己の居住の用に供する住宅を建設するために行う事業 

(2) 適用除外の届出 

適用除外事業を行う場合、事前に環境保全課と協議の上、特定事業許可適用除外届出

書（第 3号様式）を提出する必要があります。 

 

4 用語解説 

(1) 土砂等の埋立て等 

土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積を行う行為をいい

ます。また、土砂等とは、土地の埋立て、盛土及び堆積行為の用に供するものをいいま

す。ただし、次のものを除きます。 

① 砂利及び岩石並びにこれらを砕いたもの（砂利、石、砕石等） 

② コンクリート及びアスファルト並びにこれらを砕いて再生利用するもの（コン 

クリート舗装、RC再生砕石等） 

③ 木材を砕いたもの（木材チップ等） 

④ 事業の前に確保してあった耕作土（表土）で覆う行為 

＊ これらのもののうち廃棄物を再生利用するもので、廃棄物該当性の総合的判断に

より廃棄物を脱していないものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

により規制されます。 

埋立てとは水面や窪地、低地などに土砂等を搬入して陸地にすることです。盛土とは

地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ将来にわたってその形状の変更が予定

されていないものです。土砂等の堆積とは地盤面より高くなるように一時的に土砂等

を堆積し、将来その形状の変更が予定されているものです。ただし、製品の製造、加工

のための原材料の堆積を除きます。 

例：「土質改良プラントでの土砂」、「瓦、煉瓦などの原料となる土」 

(2) 特定事業 

土砂等の埋立て、盛土又は堆積等に使用する区域の面積が 300 平方メートル以上で

ある土砂等の埋立て等を行う事業 

＊ 特定事業の実施には、一部を除き市長の許可が必要になります。 

＊ 宅地造成その他事業で、切土・盛土をする場合は、当該事業を行う区域以外の場

所から搬入する土砂等で埋立て等を行う面積が 300 平方メートル以上のときに、

特定事業に該当します。 

＊ 当該事業を行う区域（一体の事業とみなす区域）の範囲は、他法令等の許認可等

を受けて行う事業については、原則として当該他法令等で許認可等を受けた区域と

し、その他の事業については、土砂等の埋立て等を行う者、土地の所有者、事業の

目的等から総合的に判断するため、市に相談してください。 

＊ 面積が 300 平方メートルに満たない場合であっても、土砂等の埋立て等に供す
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る区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を行う日の前 6月以内に事

業が行われ、又は行っている場合においては、当該事業の事業区域と既に行われ、

又は行っている事業の事業区域の面積を合算して 300 平方メートル以上になると

き（当該事業の事業区域の土地の所有者若しくは土砂等の埋立て等を行う者又はそ

の両方が同一の者である場合に限る。）は、特定事業に該当します。 

＊ 「隣接し、又は近接する土地」については、例として次のようなものがあります

が、事業内容等によって総合的に判断するため、市に相談してください。 

① 土砂等の埋立て等に供する区域の存する筆に隣接する筆 

② 土砂等の埋立て等に供する区域の存する筆に赤道・青道等を挟んで接する筆 

③ 隣接し、又は近接する土地で土砂等の埋立て等が行われた後、又は行われてい

る間に、分筆によって隣接しなくなった筆 

＊ 隣接し、又は近接する土地において行われた事業が、これから行う事業と一体の

事業と見なされる場合は、最初に埋立て等を行った土砂等も含めて許可申請が必要

になり、当該土砂等に係る発生元証明書や発生元の地質分析（濃度）結果証明書等

がない場合は、当該土砂等を撤去する必要が生じるので注意してください。 

(3) 一時堆積特定事業 

他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事業をいいます。 

(4) 特定事業区域 

特定事業により実際に土砂等の埋立て等を行う区域。特定事業を行うために設ける

法面、擁壁等を含みます。事業を行う区域の外からの搬入土による土砂等の埋立て等を

行う区域だけではなく、事業を行う区域の内部で発生した土砂等による埋立て等を行

う区域も含まれます。 

(5) 特定事業場 

特定事業区域及び土砂等の搬出入路その他特定事業に供する施設が存在する区域。

特定事業に供する施設とは、土砂等の搬出入路のほか、運搬車両の回転場、保安地帯、

現場事務所等が該当します。 

(6) 事業者 

土砂等の埋立て等を行う者全般をいいます。請負契約等により土砂等の埋立て等を

行う者も含みます。 

(7) 役員 

取締役又はこれらに準ずる者をいいます。相談役、顧問その他いかなる名称を有する

者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有すると認められる者を含みます。 

(8) 使用人 

申請者が運営する本店、支店その他継続的に業務を行うことができる施設を有する場

所で特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの（申請者が商人以外の者

である場合は、主たる事務所又は従たる事務所）を代表する者をいいます。 
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(9) 土地所有者 

土砂等の埋立て等に係る土地を所有する者をいいます。 

(10)規則別表第4に掲げる行為に伴う特定事業 

法令等に基づく許認可等を要する行為に係る特定事業をいいます。 

＊ 法令等の許認可等を受けた区域に特定事業区域が完全に含まれており、土砂等の

埋立て等の計画を含めて法令等の許認可等を受けている事業に限ります。 

＊ 当該特定事業についても市長の許可が必要ですが、条例第12条に規定する特定事

業の同意（関係者の同意・承諾等）や条例第15条第3項の特定事業の構造上の基準

の適用が免除されます。なお、当該特定事業にかかる法令等に基づく許認可等を要

する行為については、当該法令等に基づき崩落防止措置等を適切に講じてくださ

い。 

 

5 事業の要件 

(1) 申請書上の要件 

① 申請者が誓約書記載の条例第15条第1項第1号アからケのいずれにも該当しないこ

と。 

② 条例第12条第1項に規定する土地所有者等の同意及び同条第2項に規定する近傍の

土地所有者等の承諾を得ていること。 

③ 特定事業が3年以内（一時堆積は5年以内）に完了するものであること。 

④ 現場事務所を設置すること。 

⑤ 特定事業に係る現場責任者を置くこと。 

⑥ 特定事業区域の表土が別表第1の安全基準に適合する土砂等であること。（一時

堆積で表土と特定事業に使用される土砂等が遮断されるときを除きます。） 

⑦ 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構

造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散、または流出による災

害の発生がないものとして、規則別表第2（一時堆積は規則別表第3）の構造上の基

準に適合するものであること。 

(2) 発生場所の要件 

① 搬入計画において、特定事業に使用される土砂等の発生場所が特定されているこ

と。 

＊ 許可後に軽微な変更で発生場所を変更することは可能です。 

② 発生場所から直接搬入されること。 

＊ 発生場所で運搬車両に積んだ土砂等を、特定事業場まで降ろすことはできませ

ん。 

③ 発生場所が、他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う場所（一時堆積

場）ではないこと。 

④ 発生場所が過去に土砂等の埋立て等を行ったことのある場所の場合は、当該土砂

等の埋立て等が適正に終わっていること。 
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(3) 土砂等の要件 

① 搬入計画において、許可を受けた日から6月以内に土砂等の埋立て等に着手する

計画となっていること。 

② 第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土であること。（94ペー

ジ参照） 

③ 第4種建設発生土を石灰処理し粒度・水分等を調整した土砂等は、第3種改良土以

上になれば埋立て等は可能です。しかし、pHが高い場合などがあるので植物の育成

障害等について、土地所有者等と相談してください（土地の用途によっては不可の

場合あり。）。 

また、「第4種建設発生土」、「泥土」及び「建設汚泥を中間処理した改良土」に

ついては、特定事業場への搬入を禁止します。 

④ 土壌の安全基準に適合する土砂等であっても埋立て等することにより、周辺環境

に対して影響のおそれがある油分等を含む（廃棄物ではないこと。）土砂等につい

ては、原則として特定事業場への搬入を禁止します。 

(4) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質

検査を行うために必要な措置が図られていること。 

＊ 排水水質検査用の井戸等を設置すること。 

＊ 特定事業区域内において最も下流になると予測される地点に、塩ビ管等を用い

て下の例を参考に設置すること。 

＊ 井戸の径や貯水量については、検査を実施する機関と調整し、検査における試

料採取に支障のないものにすること。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 一時堆積特定事業の場合は、特定事業場以外の地域への排水を検査するための

施設が設置済みであること。 

(5) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への土砂等の崩

落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているこ

と。 

＊ 必要に応じて仮調整池（沈砂池）、土堰堤（小堰堤）、防護柵等を設置してく

ださい。 

＊ 「Ｘ 提出図書作成例」の施工計画書記載例も参照してください。 

＊ 一時堆積特定事業の場合は不要です。 
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＊ 規則別表第4に掲げる行為に伴う特定事業の場合は、当該法令等の規定に従って

ください。 

(6) 次の土地の境界が確定していること。 

① 特定事業区域の境界が属する土地（赤道・青道等の土地を除く。） 

② 特定事業区域に含まれる赤道・青道等（特定事業区域※に含まれる部分に限

る。） 

※ 一時堆積特定事業の場合は、特定事業場。 

（例）①…斜線で塗りつぶした土地の境界 

②…赤道の境界のうち、破線部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 特定事業区域の境界及び特定事業場の境界を明確にする表示として、木杭等の設

置が済んでいること。 

＊ 土砂等の埋立て等は特定事業区域の境界の中でしか行えません。搬入する土砂

等の一時的な堆積も含め、全て特定事業区域内で完結させること。 

＊ 土砂等の運搬車両の運行・転回等、特定事業の施工に必要な行為はすべて特定

事業場の境界内で行うこと。 

 

6 その他 

(1) 搬入路へ路盤材として使用する鉱滓や砕石、掘削ずり（発破等の岩石屑）などは条

例対象外ですが、事業完了等の際には完全撤去が必要です。 

(2) 特定事業が施行されている期間は、特定事業場の公衆の見やすいところに規則第 22

条に規定する標識（第 34号様式）を設置しなければなりません。 

(3) 土砂等の埋立て等によって土壌の汚染及び災害が発生してしまった場合は、市民の

生活環境の保全に支障が生じないよう、当該土砂等の埋立て等の期間及びその終了後

… 特定事業区域※の境界 

… 特定事業区域※の境界が属する土地（１，２，３，８，９） 

… 特定事業区域※に含まれる赤道 

… 特定事業区域※に含まれる赤道の境界 
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においても責任をもって対処しなければなりません。  
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Ⅰ 特定事業 事前協議、説明会の流れ 

 市 特定事業予定者 土地所有者 関係地域住民他 

特
定
事
業
計
画
書
受
理
～
事
前
協
議
済
書
交
付→

45

日
※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※1 標準処理期間の算定には下記の期間は含みません。 

① 申請書類の不備等の書類の補正に要する日数 

② 審査の上で更に関係資料が必要となり、その提出等を求めた場合、応答に要する日数 

③ 土曜日・日曜日・祝日等 

④ 申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間 

⑤ 審査指示書を交付してから事業者が回答書を提出するまでの期間 

 

※2 特定事業が規則別表第 4に該当する場合は不要です。  

受理 特定事業計画書 特定事業説明会等計画書 

現地調査 

区域、場の表示 

説明会の開催 、町会・自治会と協議 

関係各課へ意見照会 

意見書写しの 

交付 受領 

関係課と事前協議 

報告 審査 

特定事業説明会等実施状況報告書 

事前協議済書の 

交付 事前協議完了 

特定事業 

許可申請書 

必要事項の確認 

承諾書・同意書※2 
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Ⅱ 特定事業 許可申請～事業完了までの流れ 

 市 特定事業予定者 土地所有者 関係地域住民他 

許
可
申
請
書
を
受
理
～
許
可
書
交
付→

標
準
処
理
期
間30
日
※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

受理 

標識・現場事務所の設置 

特定事業の開始 許可書 

審査 

土砂等管理台帳 

（作成・保管） 

特定事業軽微変更届出

 

関係書類等の保管 

特定事業 

許可申請書 

受
理 

特定事業状況報告書※2 

関係書類等

の縦覧 

土砂等搬入届出書 

（搬入前に提出） 

施工状況の

把握 

着手届 

（着手後 10日以内） 

特定事業地質等 

検査報告書※3 

特定事業軽微変更通知 受理 

有事の際の対応 
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 市 特定事業予定者 土地所有者 関係地域住民他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※1 標準処理期間については、9ページを参照 

※2 4 か月ごと（一時堆積特定事業は 3か月ごと）及び完了時に提出 

※3 4 か月ごと（一時堆積特定事業は 3か月ごと）及び完了時に提出（報告のための試料採取は市

職員立会いの上で行うこと。） 

  

受理 

確認・現地調査 

特定事業の完了 

特定事業完了

検査結果通知

書他 

特定事業完了事前届出書他 

（完了予定日の 2か月前） 

特定事業完了届出書他 受理 

確認・現地調査 
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Ⅲ 事前協議、説明会について 

許可申請（変更許可申請）を行う前に、特定事業計画書を提出し、説明会の開催等所要の手

続きを終了していることが必要です。また、当事前協議以外にも特定事業により法令で協議等

が必要な場合、当該協議等も別途必要となります。 

 

１ 特定事業計画書（第 4号様式）の作成・記載要領等 

 

(1) 作成要領 

ア 特定事業計画書及び添付書類については、フラットファイル等で製本してください。 

イ 特定事業計画書に添付する書類の目次を作成してください。その場合、本手引き別

紙 1（16 ページ参照）と同等の「特定事業（変更）計画書提出書類一覧」を作成し、

この順で製本の上、提出してください。 

ウ 提出部数は、正本（原本）1部、副本 1部です。なお、副本は写しでも可とします。

また、副本は後日特定事業予定者に控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A 列 4 番で作成してくださ

い。 

オ 土地の登記事項証明書、公図の写しは 3か月以内に作成されたものを添付してくだ

さい。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付されたものを添付してく

ださい。登記情報提供サービスで取得したものは証明書類として認められません。 

 

(2) 記載要領 

ア 申請者 

特定事業の許可申請を予定している事業者の住所・氏名等を記載してください。事

業主が法人の場合は住所に主たる事務所の所在地、氏名に代表者の職氏名を記載して

ください。 

イ 担当者名 

申請の担当者を選定し、所属する法人名、氏名、電話番号、メールアドレスを記載

してください。 

ウ 特定事業の区分 

該当する項目の左側の□をチェックするか■に塗りつぶしてください。 

エ 特定事業場の位置、うち特定事業区域の位置 

土砂等の埋立て等に供する区域のうち、代表的な位置を表示し、その他は「（ほか○

○筆）」と表示し、別紙地番一覧表を添付してください。 

オ 特定事業の面積、うち特定事業区域の面積 

特定事業場全体、特定事業区域全体の実測面積を記載してください。 

カ 特定事業の期間（3年以内、一時堆積特定事業は 5年以内） 

土砂等の搬入の計画等から特定事業を行う期間を記載してください。 
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搬入路等の特定事業場が申請者の所有でない等の場合は、当該土地について借地等

の使用権原の明らかな書類（特定事業区域外土地使用同意書等）の契約期間の範囲内

としてください。 

許可申請等から許可となるまでの期間を考慮に入れて期間を計画してください。 

許可が下り次第事業を開始する場合は、「許可日から 3 年」と記載してください。

（一時堆積特定事業は「許可日から 5年」） 

キ 総搬入量 

実測の平面図や断面図により計算した土砂等の総量（土量変化率を考慮したもの。）

を記載してください。一時堆積特定事業の場合はカッコ内に記入します。一時堆積特

定事業の場合、許可期間に搬入及び搬出する予定の総量を記載してください。（総搬入

量と総搬出量は同量とします。） 

ク 跡地利用計画 

特定事業完了後の跡地利用について記載してください。 

ケ 他の法令等の許認可等・届出を要する場合はその法令等と許認可等・届出の状況 

該当する法令（法、条例、要綱等）の名称及び許認可等の状況、許認可等がされて

いる場合は許認可等の日付及び許認可番号について記載してください。 

 

(3) 添付書類（行頭の番号は、添付書類の番号を示す） 

書類の目次を作成してください。 

1 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

位置図：1/25,000程度で道路、地勢等周辺の状況が判別できる地図等に、特定事業

場の予定地を明示してください。 

見取図：1/2,500 程度で特定事業場の周辺の状況（住居や公共施設等）が判別でき

る地図等に、特定事業区域及び特定事業場を太線等で囲み、明示してください。 

2 特定事業区域の実測求積図 

1/250程度で作成してください。 

3 特定事業区域及びその周辺 20m 以上の区域並びに特定事業場の現況平面図及び現況

断面図 

特定事業場とその周辺を実測し、現況図面を作成してください。 

周辺は、特定事業区域境界から少なくとも 20mまでの区域を実測してください。 

1/250～1/500程度で作成し、縦・横断図は形状が確認できる間隔の縦横のものとし

てください。（計画搬入土量を平均断面法で計算する場合は、正確な土量が計算できる

よう、一定間隔の断面に加えて、地形の変化点（現況及び計画）ごとに断面を切るよ

うにしてください。） 

4 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図 

（特定事業の施工前後の構造が確認できるものに限る。） 

現況図面に切土盛土部分、排水関連施設等を加えた計画図面を作成してください。 

一時堆積特定事業の場合は、土砂等の堆積が最大となった状態のものとしてくださ
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い。 

許可後に搬入路等の位置又は面積を変更しようとする場合は、原則として変更許可

が必要になるため、慎重に計画してください。 

特定事業の構造上の基準については、規則別表第 2（一時堆積特定事業の場合は規

則別表第 3）をよく確認してください。 

5 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 

平面図や断面図により土砂等の総量を計算してください。（土量変化率を考慮して

ください。） 

6 特定事業区域及びその周辺 20m の土地並びに特定事業場の土地の登記事項証明書及

び公図の写し 

  土地の登記事項証明書、公図の写しは 3か月以内に作成されたものを添付してくだ

さい。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付されたものを添付してく

ださい。登記情報提供サービスで取得したものは証明書類として認められません。 

7 特定事業区域及びその周辺 20m の土地並びに特定事業場の土地に係る公図の合成図

で、それらの土地の所有者名、地目及び地積を記載したもの（特定事業区域及び特定

事業場が確認できるものに限る。） 

公図の写しを基に公図集合図を作成してください。公図に字界等の隙間があるとこ

ろは接続して一続きの図面としてください。 

特定事業区域及び特定事業場を明示し、各筆について所有者、地目及び地積を記載

すること。（余白に余裕があれば、所有者の住所も記載してください。） 

謄写した法務局名、作成年月日及び作成者名を記載してください。 

8 調整池の平面図、断面図及び構造図 

調整池（沈砂池）等の設置が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図面を添付

してください。 

9 放流先水路の流域図及び断面図 

流量計算の結果、表流水を場外へ放流する場合は添付してください。 

流域図は、放流水が河川（支流を含む。）に到達するまでにたどる水路を地図等に明

示してください。 

10 流量計算書 

流量計算を行い、表流水が特定事業区域外へ適正に排出されるか、放流先水路が流

量を受けきれるか、調整池（沈砂池）等の設置が必要か等を確認してください。 

湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地及び自然排水を遮断するような地形構

造の場合には、それらの影響も含めて計算し、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施

設やその他の有効な排水に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面を添付してく

ださい。 

11 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項を記載した書類 

特定事業許可申請書（第 13号様式）の別紙 2「特定事業に使用される土砂等の搬入

計画に関する事項」を使用してください。 
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予定量の合計は「キ」の土量計算書の値に一致します。 

「搬入土砂等の区分」の欄には、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に

関する判断の基準となるべき事項を定める省令」別表第 1 の区分（「第 1 種建設発生

土」等）を記載してください。 

12 特定事業場への土砂等の搬入経路図 

土砂等の発生場所ごとに、現場から当該許可申請地までの土砂等の搬入経路を記載

してください。 

発生場所が遠く、1 枚では市内の経路がわかりづらい場合は、市内の搬入経路がわ

かる図面を別に添付してください。 

13 周辺住民に対する説明会の計画書 

住民説明会を開催する時期、場所等の計画を記載してください。 

特定事業場の周辺の状況（住宅や公共施設等）が判明できる図面に、特定事業場の

境界線から 200mの範囲を明示したものを添付してください。 

住民説明会について、詳しくは「4 住民説明会及び同意・承諾等」（19ページ）を

参照してください。 

14 その他、市長が必要と認める書類及び図面 

計画の内容に応じて必要な書類及び図面を添付してください。 

代理人が事前協議を行う場合は、当該代理人の権限を証する書面（委任状等）を添

付してください。 
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特定事業計画書提出書類一覧                        別紙 1 

注）事業計画欄中、○印は必須、△は条件に該当する場合必須を示す。 

№ 提出書類 
事業 

計画 

様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 

 

特定事業計画書 ○ 第4号 □ 

特定事業場及び特定事業区域地番一覧 〇 第13号 別紙1 □ 

委任状 △  □ 

1 
特定事業場の位置図（25,000分の１程度）及び付近の見取図

（2,500分の１程度） 
○ 【96ページ】 □ 

2 特定事業区域の実測求積図（250分の１程度） ○  □ 

3 
特定事業区域及びその周辺20m以上の区域並びに特定事業場

の現況平面図及び現況断面図（実測） 
○  □ 

4 
特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特

定事業の施工前後の構造が確認できるものに限る。） 
○ 【97～99ページ】 □ 

5 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 ○  □ 

6 
特定事業区域及びその周辺20mの土地並びに特定事業場の土地

の登記事項証明書及び公図の写し 
○  □ 

7 

特定事業区域及びその周辺20mの土地並びに特定事業場の土

地に係る公図の合成図で、それらの土地の所有者名、地目及び

地積を記載したもの（特定事業区域及び特定事業場が確認で

きるものに限る。） 

○  □ 

8 
調整池の平面図、断面図及び構造図（調整池（沈砂池）等の

設置が必要な場合） 
△  □ 

9 
放流先水路の流域図及び断面図（表流水を場外へ放流する場

合） 
△  □ 

10 流量計算書 ○  □ 

11 
特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項を記載

した書類 
○  □ 

 
特定事業（一時堆積特定事業）に使用される土砂等の搬入計画

に関する事項 
〇 第13号 別紙2 □ 

12 特定事業場への土砂等の搬入経路図 〇  □ 

13 周辺住民に対する説明会の計画書 〇  □ 

14 その他、市長が必要と認める書類及び図面 △  □ 
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2 特定事業変更計画書（第 5号様式）の作成・記載要領等 

 

特定事業を実施するうえで、条例第 13 条第 1 項各号又は第 2 項各号に掲げる事項に変更

が生じた場合、変更事項について再び事前協議が必要になります。事前協議は特定事業変更

計画書の提出が必要となります。（規則第 14 条各号に定める軽微な変更は事前協議不要で

す。） 

 

(1) 作成要領 

ア 特定事業変更計画書及び添付書類については、フラットファイル等で製本してくだ

さい。 

イ 特定事業変更計画書に添付する書類の目次を作成してください。 

ウ 提出部数は、正本（原本）1部、副本 1部です。なお、副本は写しでも可とします。

また、副本は後日特定事業予定者に控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A 列 4 番で作成してくださ

い。 

オ 土地の登記事項証明書、公図の写しは 3か月以内に発行されたものを添付してくだ

さい。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付されたものを添付してく

ださい。登記情報提供サービスで取得したものは証明書類として認められません。 

 

(2) 記載要領 

ア 申請者、担当者名 

1（2）記載要領（特定事業計画書）ア～エと同様です。 

イ 変更する事項の内容及び変更理由 

変更前と変更後の内容及び理由を記載してください。 

 

（3） 添付書類 

ア 特定事業の許可申請事項の変更に係る書類及び図面を、前ページ特定事業計画書提

出書類一覧の順に目次を作成し、添付してください。ただし、特定事業場の位置図及

び付近の見取図は、変更する事項にかかわらず添付してください。 

イ 代理人が事前協議を行う場合は、当該代理人の権限を証する書面（委任状等）を添

付してください。 

 

  



- 18 - 

 

3 特定事業計画書提出後の協議の流れ 

(1) 現地調査 

計画書提出を受けて、市職員が現地調査を実施します。場所がわかるよう事前に特定

事業区域及び特定事業場の区域を杭等により明示しておいてください。 

(2) 事前協議の有効期間 

事前協議を開始した日から 1年を経過しても成立しないときは、事業に実現性がない

と判断し、当該協議は終了となります。継続する場合は最初からやり直しとなります。 

(3) 事前協議済書の交付 

最終的に特定事業計画書に問題がなければ、特定事業事前協議済書により協議が成立

したことを通知します。 

(4) 特定事業計画書（特定事業変更計画書）の内容の変更 

事前協議済書の交付を受けてから、特定事業許可（変更を含む。）申請書の提出までの

間において、特定事業計画書（特定事業変更計画書）の内容に変更が生じた場合は、速

やかに市に届け出てください。 

なお、変更内容によっては、事前協議をやり直す必要があります。 

(5) 特定事業区域内（特定事業場内）土地使用同意書等 

土地所有者等の同意又は承諾は説明会の開催又は周知の後に得なければなりません。

記載方法は「許可申請について」をご覧ください。 

(6) その他特に注意すべき事項 

ア 特定事業区域の表面をアスファルト舗装する場合や天地返し（事業前に確保して

あった表土で覆う）を行う場合は、特定事業区域以外からの土砂等の搬入が終了

し、完了等の確認結果が通知された後に施工してください。 

イ 土砂等搬入届に添付する土砂等発生元証明書、検査試料採取調書、地質分析（濃

度）結果証明書は、僅かな土量でも、発生場所ごとに必要です。 

また、一つの発生場所から 5,000立方メートルを超える土砂等を搬入する場合

は、5,000立方メートルごとに上記書類が必要です。 

ウ 特定事業場での地質・水質の定期検査は、4か月（一時堆積は 3か月）ごとに実施

する必要があります。あらかじめ検査機関と日程を調整し、報告の期限（初回は、

土砂等の搬入を開始した日から 4か月後の 1か月以内）に遅れないようにしてくだ

さい。 

エ 事業の変更（期間延長、区域拡大等）は、許可期限の経過後は認められないの

で、変更許可が必要な場合には、許可期限満了日の 3～6か月程度前から余裕をもっ

て手続きに入ってください。 
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4 住民説明会及び同意・承諾等 

 

(1) 住民説明会の開催 

特定事業の許可（変更の許可を含む。）の申請をしようとする特定事業者は、特定事

業の実施について周辺住民等の理解を得るため、市との事前協議と並行して住民説明

会を開催する必要があります。（条例第 11条第 1項、第 2項） 

ア 説明会対象者 

① 特定事業場から 200mの区域内に居住する者 

② 特定事業場がある地区の町会長又は自治会長 

③ 特定事業区域内※の土地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権を有する者 

④ 特定事業区域内※の土地の所有者 

※一時堆積特定事業の場合は、特定事業場内 

⑤ 特定事業区域から 20m以内に含まれる土地の所有者 

イ 開催の周知 

上記説明会対象者に対し、あらかじめ個別に書面を配付、見やすい場所に掲示、

自治会回覧する等、適切な方法により周知してください。 

＊ 特定事業区域の近傍の土地の所有者等が遠方に住んでおり出席が困難な場合で

も、必ず書面で通知が必要です。 

ウ 開催時期 

各課と事前に協議を行い、事業計画の大枠がある程度固まった段階で行います。

説明会で出た意見・要望を申請に反映するため、申請日の前日までに行わなければ

なりません。 

エ 開催日時・場所 

周辺住民の参集の便を十分考慮した開催の日時及び場所を選定してください。 

（例）休日に、特定事業場が存する地区の自治会館を借りて開催する。 

オ 説明事項 

説明する事項は事前協議の内容に基づくものとし、特定事業許可申請書及び次の

事項について説明してください。 

(ア) 申請者の氏名又は名称及び住所（法人にあっては、その代表者の氏名、主た

る事務所の所在地）、特定事業に係る現場責任者の連絡先 

(イ) 特定事業区域及び特定事業場の位置及び面積 

(ウ) 特定事業の期間 

(エ) 特定事業が完了したときの特定事業区域の構造（当該申請が一時堆積特定事

業に係るものである場合は、一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の堆積

の構造） 

(オ) 特定事業に使用される土砂等の予定量 

(カ) 跡地利用計画 

(キ) 調整池の構造 
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(ク) 放流先水路の流域、断面図及び流量計算に関する事項 

(ケ) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項 

(コ) 特定事業場への土砂等の搬入経路に関する事項 

(サ) その他市長が必要と認める事項 

カ 出席者名簿と会議録 

説明会の出席者には名簿に住所氏名を記入してもらい、直ちに出席者名簿及び会

議録を作成し、環境保全課に報告してください。 

 

(2) 住民説明会報告書 

条例第 11条に基づき、関係地域住民に対し開催した説明会又は周知の結果を、住民

説明会報告書（第 17号様式）により申請時に提出してください。 

 

(3) 住民説明会を開催できない場合 

何らかの不測の事態が生じて説明会を開催できないときは、速やかに市に報告して

ください。 

当該不測の事態が特定事業者の責任ではない理由で説明会を開催することができな

い場合は、説明会の開催は不要です。この場合、特定事業者は代替措置が必要です。

（条例第 11条第 2項） 

ア 特定事業者の責任ではない理由 

① 天災、交通の途絶その他不測の事態により説明会の開催が不可能であること。 

＊ 一過性の台風等で交通が遮断される等はこの事由にあたりません。交通が復旧

した後、日を改めて説明会を開催してください。 

② 今回の特定事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによっ

て説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。 

イ 説明会を開催できない場合の代替措置 

説明対象者[(1)ア]に説明事項[(1)オ]を記載した書面を配付又は送付してくださ

い。 

 

(4) 土地所有者等の同意 

特定事業の許可（変更の許可及び譲受けの許可を含む。）の申請をしようとする特定

事業者は、特定事業区域内の土地所有者等に当該特定事業について説明し、その全員

の同意を得なければなりません。（条例第 12条） 

この同意は、説明会の後に得ることとし、説明会に出席しなかった者には、個別に

特定事業の内容等を十分説明し、説明会の説明資料及び会議録等を十分確認させるこ

とが必要です。 

同意者の住所又は氏名が、土地登記事項証明書の記載内容と異なる場合には、土地

所有権を有する者であることを証する書面（契約書等）を添付してください。 
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また、土地所有者とは別に、当該特定事業の施工の妨げとなる権利（地上権、永小

作権、質権、賃借権）を有する者からも全員の同意が必要です。 

これら同意書は通常の特定事業では特定事業区域ですが一時堆積では特定事業場

と、範囲が異なります。 

同意書は申請時に添付してください。 

 

＊ 譲受けの許可の場合、説明会は不要です。 

＊ 規則別表第 4に掲げる行為に伴う特定事業にあっては、説明会の開催は必要です

が、同意書は不要です。 

特定事業区域を除く特定事業場内の同意は、同意が確認できる書類の写しを提出す

る場合は不要となります。 

 

(5) 近傍の土地の所有者、周辺の住民及び町会・自治会の承諾 

特定事業の許可（変更の許可を含む。）の申請をしようとする特定事業者は、近傍

（特定事業区域から 20m）の土地の所有者、周辺（特定事業場から 100m）の住民に説

明会の後、説明しその承諾を得なければなりません。近傍の土地所有者及び周辺住民

は世帯の 10分の 8以上の世帯から得るものとします。 

また、特定事業場の存する町会又は自治会に当該特定事業について説明し、その承

諾を得るよう努めなければなりません。特定事業について十分に説明し、努力を尽く

したにもかかわらず町会･自治会の承諾を得られない場合は、その理由、経緯等を詳し

く記した理由書を作成してください。 

（条例第 12条第 2項、第 4項） 

＊ 規則別表第 4に掲げる行為に伴う特定事業にあっては、説明会の開催は必要です

が、承諾書は不要です。 

 

(6) 町会・自治会との協定 

特定事業の許可（変更の許可及び譲受けの許可を含む。）の申請をしようとする特定

事業者は、特定事業場の存する町会又は自治会から、当該特定事業場の周辺地域の環

境保全に係る遵守事項についての協定の締結の申出があったときは、これに努めなけ

ればなりません。（条例第 12条第 5項） 

協定の具体的な内容については町会･自治会と十分に協議することとし、その書式は

任意です。 
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                                     別紙 2 

同意・承諾を得る関係者 様式 

特定事業区域内の土地所有者 特定事業区域内（特定事業場内）施

工同意書（第 7号様式） 

特定事業区域内の土地につき地上権、永小作権、質権又は

賃借権を有する者 

特定事業区域内（特定事業場内）施

工同意書（第 7号様式） 

一時堆積で特定事業場内の土地所有者 特定事業区域内（特定事業場内）施

工同意書（第 7号様式） 

一時堆積で特定事業場内の土地につき地上権、永小作権、

質権又は賃借権を有する者 

特定事業区域内（特定事業場内）施

工同意書（第 7号様式） 

特定事業場（特定事業区域を除く）の土地所有者 特定事業区域外土地使用同意書（第

8号様式） 

特定事業区域から 20m 以内の土地の所有者の 10 分の 8

以上 

近傍土地所有者承諾書（第9号様式） 

特定事業場から 100m以内の区域に居住する世帯の 10分

の 8以上の世帯主 

周辺住民承諾書（第 10号様式） 

世帯数調査書（第 11号様式） 

町会又は自治会 町会・自治会承諾書（第 12 号様式） 
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Ⅳ 許可申請について 

 

1 特定事業許可申請書（第 13号様式）の作成・記載要領等 

(1) 作成要領 

ア 申請書及び添付書類は、フラットファイル等で製本してください。 

イ 申請書に添付する書類の目次を作成してください。 

その場合、本手引き別紙 3（28ページ参照）と同等の「特定事業許可申請書提出

書類一覧（以下「書類一覧」という。）」を作成し、この順で製本の上申請してくだ

さい。 

ウ 提出部数は、正本（原本）１部、副本１部の 2部です。なお副本は、後日申請者

に控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A列 4番で作成してくださ

い。 

オ 土地（法人）の登記事項証明書、公図の写し、住民票の写しは、3か月以内かつ事

前協議済書交付後に発行されたものとします。事前協議で添付したもののコピーを

使用することはできません。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付

されたものを添付してください。ただし、副本については申請者の控え用であるこ

とから、コピーを使用することもできます。登記情報提供サービスで取得したもの

は証明書類として認められません。 

カ 特定事業区域に係る現況地盤の土砂等が安全であるかどうか、事前に地質検査の

実施が必要ですが、事前協議において特定事業区域の表土の地質の状況について既

に測定を実施している場合は、その結果の写しを使用することもできます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 記載要領 

ア 申請者、担当者名 

特定事業を行おうとする者の住所・氏名等を記載してください。担当者は連絡先

を記載してください。 

また、市長から本条例の措置命令を受けた者は、必要な措置を完了していないと

きは、許可の申請はできません。 

イ 特定事業区域の位置及び面積 

土砂等の埋立て等に供する区域のうち、代表的な位置を表示し、その他は「（他○

○筆）」と表示してください。また、地番一覧を添付してください。 

特定事業区域面積 検体数 

1ha未満 2検体 

1ha～2ha未満 3検体 

以降１haごとに１検体ずつ増やす 

10ha以上 12検体 
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特定事業場（特定事業区域に搬入路や保安地帯などを含めた、特定事業に伴い使

用される土地全体）及び特定事業区域の面積については、実測面積を記載してくだ

さい。 

申請書の別紙 1「特定事業場及び特定事業区域地番一覧」を作成してください。 

ウ 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置 

申請書裏面の添付書類 10（書類一覧 No10）に当該事項を追加記載することもでき

ます。なお、現場事務所を特定事業場の区域以外とする場合は、その位置図を添付

してください。 

エ 現場責任者の氏名及び職名 

現場責任者の氏名及び所属会社等における職名を記載してください。 

オ 特定事業区域の表土の地質の状況 

特定事業区域の面積に応じて、規則第 9条第 7項に従って採取、分析し、採取し

た地点の位置図及び写真並びに検査試料採取調書（第 15号様式）及び地質分析（濃

度）結果証明書（第 16号様式）を申請書裏面の添付書類 19（書類一覧 No19）に示

してください。 

カ 特定事業に使用される土砂等の量及び特定事業の期間 

搬入する土砂等の量を積算した土量計算書（申請書裏面の添付書類 12（書類一覧

No12））を基にした数量を記載してください。 

期間は特定事業を施工する期間とし、最長 3年までです。 

キ 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造 

特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造の図面として、申請書裏面の添付

書類 11(書類一覧 No11)に当該事項を追加記載することもできます。 

ク 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項 

申請書に添付する別紙 2「特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項」

を作成してください。 

ケ 法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合にあっては代表者の氏名 

申請者が未成年の場合には、その法定代理人の氏名及び住所を記載してくださ

い。なお、法定代理人が法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の

氏名を記載してください。（該当しない場合は、当該欄に斜線を入れてください。） 

コ 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質

検査を行うために必要な措置 

水質検査用の排水溝、排水ます等の施設を設置する位置を平面図に記載してくだ

さい。申請書裏面の添付書類 21(書類一覧 No21)に当該事項を追加記載することもで

きます。 

サ 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事

業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必

要な措置 
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土砂等の崩落、飛散、流出及び安全対策について記載してください。書式は自由

です。 

シ 関係書類等の縦覧場所 

申請書裏面の添付書類 11(書類一覧 No11)に当該事項を追加記載することもできま

す。なお、現場事務所を特定事業場の区域以外とする場合は、その位置図を添付し

てください。 

 

(3) 添付書類について（行頭の番号は、申請書第 2面の添付書類の番号を示す） 

1 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） 

2 誓約書 

3 法人の場合は役員の住民票の写し 

申請者が個人である場合は第 4面、申請者が法人である場合は第 5面を作成して

ください。 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み株式総数又は出資額

の 100分の 5以上）の住民票の写し 

5 申請者に使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 

6 申請者が条例第 15条第 1項第 1号カに規定する未成年者である場合にあっては、

その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合にあっては、法人の登記

事項証明書及び役員の住民票の写し） 

第 3面を作成してください。 

7 当該特定事業場の現場責任者であることが確認できるものとします。 

8 特定事業場の周辺の状況（住宅や公共施設等）が判明できる図面とし、特定事業場

の予定地を図上に太線等で囲んでください（縮尺 2,500分の 1程度）。 

9 実測図（縮尺 250分の 1程度）とします。 

10,11 施工前後の構造が確認できるものとし、構造は規則別表第 2を遵守し、のり面

保護方法等を記載してください。 

また平面図には、特定事業区域及び特定事業場と隣地との境界杭等を明示し、現

場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置を記載してください（縮

尺 250分の 1～500分の 1程度）。 

12 搬入する土砂等の量を積算した土量計算書を添付してください。 

13,14 特定事業場並びに特定事業区域及び周辺 20mの土地の登記事項証明書及び公図

の写しで 3か月以内かつ事前協議済書交付後に発行されたものとします。また、公

図の写しには、特定事業場及び特定事業区域を明示し、特定事業場及び特定事業区

域並びに特定事業場周辺 20mに地目、地積、土地所有者の住所・氏名を記入し、複

数枚にわたる場合は合成公図も作成してください。 

15 安定計算を行った場合には、当該安定計算を記載した書面を添付してください。 

16 擁壁の断面図、背面図（両図とも縮尺 20分の 1～50分の 1程度）を添付してくだ

さい（背面図は、擁壁の裏面の構造が判明できるものであること。）。 
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17 擁壁の安定性や部材の応力度等の検討等により、当該擁壁の安全性が確認できる

書面を添付してください。 

18 特定事業が規則別表第 4に掲げる行為に該当する場合は、法令等に基づく許認可

等の許可書等又は申請書の写し（受付印があるもの）を添付してください。 

19 特定事業区域の面積に応じて、規則第 9条第 19項に従って採取、分析し、採取し

た地点の位置図及び写真並びに検査試料採取調書（第 15号様式）及び地質分析（濃

度）結果証明書（第 16号様式）を添付してください。 

20 特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表を示

し、使用する機械や資材、工事種別ごとの施工方法を記載し、必要に応じ図面等を

作成してください。また、各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程

表を添付してください。（107ページ参照） 

21 湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、及び自然排水を遮断するような地

形構造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水

に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面を作成してください。さらに、沈砂

池（調整池）等の施設が必要な場合には、容量計算書及び構造図等の図面を添付し

てください。 

22 搬入経路図を作成してください。この場合において、添付書類 8（書類一覧 No8）

に当該事項を追加記載することもできます。（96ページ参照） 

23 農地転用が必要な場合は、受付された許可申請書の写しを添付してください。 

24 特定事業場が埋蔵文化財の所在に係る土地であるか確認を行い、有無に関する書

類を添付してください。 

25 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写しを添付してく

ださい。（赤道青道がある場合は法定外公共物占用許可書等を添付してください。） 

26 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法定外公共物を除く。）

の境界並びに特定事業区域内の道路、河川、水路及び法定外公共物の境界における

境界確定図の写しを添付してください。 

27 住民説明会報告書（第 17号様式）に説明会の開催状況を記載します。出席者名

簿、会議録、説明資料を添付してください。開催できなかった場合はその理由と周

知状況を記載します。 

28～30 説明会及び同意、承諾の際に作成した書類を添付してください。 

・ 土地所有者及び特定事業の施工の妨げとなる権利者（地上権、永小作権、質権又

は賃借権）の特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書（第 7号様式）（所有権移

転の仮登記や売買予定等で条件付所有権移転等の登記がされている場合には、当該

土地が自己所有かどうかに関わらず、当該権利者からの同意書が必要です。） 

・ 特定事業区域外で特定事業場内の土地所有者の場合は、特定事業区域外土地使用

同意書（第 8号様式）が必要です。 

・ 行政機関が所有又は管理する土地の場合は、許認可書、許可申請書の写し（受付

印があるものに限る。）又はその他施工同意を証明できる書面を添付してください。 
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・ 特定事業区域から 20m以内の土地の所有者の 10分の 8以上から近傍土地所有者承

諾書（第 9号様式） 

・ 特定事業場から 100m以内に居住する世帯の 10分の 8以上の世帯主から周辺住民

承諾書（第 10号様式）及び世帯数調査書（第 11号様式） 

注）各種同意書の同意者の住所又は氏名が、土地の登記事項証明書の記載内容と異な

る場合は、土地所有権を有する者であることを証する書面を添付してください。ま

た、同意書に添付する証明書は 3か月以内に発行されたもの（事前協議書に原本証

明により写しを添付した証明書については、この限りではない。）とします。 

・ 代理人が許可申請を行う場合には、当該代理人の権限を証する書面（許可申請書

と同じ押印のあるもの）を添付してください。 

31 特定事業場がある町会・自治会からの町会・自治会承諾書（第 12号様式）を添付

してください。特定事業について十分に説明し、努力を尽くしたにもかかわらず町

会･自治会の承諾を得られない場合は、その理由、経緯等を詳しく記した理由書を添

付してください。 

32 町会・自治会と条例第 12条第 5項の規定による協定を締結した場合は写しを添付

してください。 

33 他の自治体での実績がある場合は許可書の写しを添付してください。 

 

(4)許可申請手数料について 

 

 

 

  

項目 単位 手数料 

新規許可申請 １件 ５０，０００円 
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特定事業許可申請書提出書類一覧                      別紙 3 

№ 事項又は書類等 
許可 

申請 

様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 

 「特定事業許可申請書」 ○ 第13号 □ 

委任状 △  □ 

特定事業場及び特定事業区域地番一覧 ○ 第13号 別紙1 □ 

特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項 ○ 第13号 別紙2 □ 

1 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） ○  □ 

2 誓約書 ○ 第14号 □ 

3 申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し △  □ 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み

株式総数又は出資額の100分の5以上）の住民票の写し 
△  □ 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し △  □ 

6 法定代理人の住民票の写し（申請者が未成年の場合） △  □ 

7 現場責任者であることを証する書面 ○ 「現場責任者説明事項」 □ 

8 特定事業場の位置図及び付近の見取図(2500分の1程度) ○ 【96ページ】 □ 

9 特定事業区域の実測図（求積図・求積表） ○  □ 

10 特定事業区域と周辺20ｍ及び特定事業場の平面図及び断面図

（特定事業が完了した場合の構造の図面を含む）(250分の1～

500分の1程度) 

○ 【97～99ページ】 □ 

現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置図 ○  □ 

11 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特

定事業の施工前後の構造が確認できるもの） 
○  □ 

12 土砂等の予定量の計算書 ○  □ 

13 特定事業区域と周辺20ｍの土地の登記事項証明書及び公図の写

し 
○  □ 

14 特定事業場と周辺20ｍの土地の公図の写し（公図の写しは、特

定事業場の隣接地を含め、地目、地積、土地所有者の住所、氏名

を記入し、また特定事業区域と特定事業場の範囲を明示するこ

と。複数枚にまたがる場合は合成公図も作成すること。） 

○  □ 

15 安定計算を行った場合には、その書面 △  □ 

16 擁壁又は壁面崩壊防止施設を用いる場合には、断面図背面図 △  □ 

17 鉄筋又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては概

要、計画、構造計算書 
△  □ 

18 別表４に掲げる行為に該当することを証する書面 

（許可通知書、申請書（受付印があるもの）等） 
△  □ 
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注） 許可申請欄中、○印は必須、△は条件に該当する場合必須を示す。 

 

  

№ 事項又は書類等 
許可 

申請 

様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 

19 特定事業区域の

表土の地質検査 

採取地点位置図 ○  □ 

現場写真 ○  □ 

検査試料採取調書 ○ 第15号 □ 

地質分析（濃度）結果証明書 ○ 第16号 □ 

20 特定事業施工計画書 ○ 【100ページ】 □ 

21 排水計画図 △  □ 

22 搬入経路図 ○ 【96ページ】 □ 

23 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し △  □ 

24 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類 ○  □ 

25 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等

の写し 
△  □ 

26 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法

定外公共物を除く。）の境界並びに特定事業区域内の道路、

河川、水路及び法定外公共物の境界における境界確定図の写

し 

○  □ 

27 住民説明会報告書 ○ 第17号 □ 

28 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書、特定事業区域

外土地使用同意書 
○ 

第7号 

第8号 
□ 

29 近傍土地所有者承諾書 ○ 第9号 □ 

30 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 
○ 

第10号 

第11号 
□ 

31 町会・自治会承諾書 ○ 第12号 □ 

32 協定を締結した場合は、協定書の写し △  □ 

33 その他市長が必要と認める書類及び図面 △  □ 

    □ 
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2 特定事業（一時堆積特定事業）許可申請書（第 18号様式）の作成・記載要領等 

(1) 作成要領 

ア 申請書及び添付書類は、フラットファイル等で製本してください。 

イ 申請書に添付される書類についての目次を作成してください。 

その場合、別紙 4（35ページ参照）と同様の「特定事業（一時堆積特定事業） 許

可申請書提出書類一覧（以下「書類一覧」という。）」を作成し、この順で製本の上

申請してください。 

ウ 提出部数は、正本（原本）1部、副本 1部の 2部です。なお副本は、後日申請者 

に控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A列 4番で作成してくださ

い。 

オ 土地（法人）の登記事項証明書、公図の写し、住民票の写しは、3か月以内かつ事

前協議済書交付後に発行されたものとします。事前協議で添付したもののコピーを

使用することはできません。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付

されたものを添付してください。ただし、副本については申請者の控え用であるこ

とから、コピーを使用することもできます。登記情報提供サービスで取得したもの

は証明書類として認められません。 

カ 特定事業区域に係る現況地盤の土砂等が安全であるかどうか、事前に地質検査の

実施が必要です。事前協議において特定事業区域の表土の地質の状況について既に

測定を実施している場合は、その結果の写しを使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

(2)記載要領 

ア 申請者、担当者名 

特定事業を行おうとする者の住所・氏名等を記載してください。担当者は連絡先

を記載してください。 

また、市長から本条例の措置命令を受けた者は、必要な措置を完了していないと

きは、許可の申請はできません。 

イ 特定事業区域の位置及び面積 

土砂等の堆積に供する区域のうち、代表的な位置を表示し、その他は（他○○

筆）に表示してください。 

特定事業場（特定事業区域に搬入路や保安地帯などを含めた特定事業に伴い使用

される区域全体）及び特定事業区域の面積については、実測面積を記載してくださ

い。 

特定事業区域面積 検体数 

1ha未満 2検体 

1ha～2ha未満 3検体 

以降１ha ごとに１検体ずつ増やす 

10ha以上 12検体 
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申請書の別紙 1「特定事業場及び特定事業区域地番一覧」を作成してください。 

ウ 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置 

申請書裏面の添付書類 10（書類一覧 No10）に当該事項を追加記載することもでき

ます。なお、現場事務所を特定事業場の区域以外とする場合は、その位置図を添付

してください。 

エ 現場責任者の氏名及び職名 

現場責任者の氏名及び所属会社等における職名を記載してください。 

オ 特定事業区域の表土の地質の状況 

特定事業区域の面積に応じて、規則第 9条第 7項に従って採取、分析し、採取し

た地点の位置図及び写真並びに検査試料採取調書（第 15号様式）及び地質分析（濃

度） 結果証明書（第 16号様式）を申請書裏面の添付書類 20（書類一覧 No20）に示

してください。 

なお、表土と堆積土砂等が遮断される場合にあっては、遮断されることを示す構

造図（縮尺 250分の 1～500分の 1程度）を申請書裏面の添付書類 19(書類一覧

No19)に示してください。 

カ 特定事業に使用される土砂等の搬入、搬出予定量 

年間及び１日平均の土砂等の搬入予定量を記載するとともに、別紙 2「特定事業に

使用される土砂等の搬入計画」に関する事項を作成してください。 

キ 特定事業の期間 

特定事業を施工する期間とします。特定事業に供する土地が自己の所有でない場

合にあっては、当該土地についての借地等に関する使用権原の明らかな書類の契約

期間としてください。最長 5年までです。 

ク 特定事業に供する施設及び土砂等の堆積構造 

構造は規則別表第 3のとおりとし、堆積が最大になった場合の構造が確認できる

平面図、断面図を作成してください。また、特定事業区域に堆積できる土砂等の量

の計算書を添付してください。この場合において申請書裏面の添付書類 11（書類一

覧 No11）に当該事項を追加記載することもできます。 

ケ 特定事業に供する施設及び特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うた

めに設置する施設の構造 

排水溝、排水ます等を平面図に記載し、排水の測定位置を明らかにしてくださ

い。 

コ 特定事業に使用される土砂等について、土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分す

るために必要な措置 

土砂等の発生場所ごとに区分して堆積することが確認できる図面又は、立面図等

に工法等を記載してください。 

サ 関係書類等の縦覧場所 
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申請書裏面の添付書類 11(書類一覧 No11)に当該事項を追加記載することもできま

す。なお、現場事務所を特定事業場の区域以外とする場合は、その位置図を添付し

てください。 

 

(3) 添付書類について（行頭の番号は、申請書第 2面の添付書類の番号を示す） 

1 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） 

申請者が個人である場合は第 4面、申請者が法人である場合は第 5面を作成して

ください。 

2 誓約書 

3 法人の場合はその役員の住民票の写し 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み株式総数又は出資額

の 100分の 5以上）の住民票の写し 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し 

6 法定代理人の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票の写

し） 

第 3面を作成してください。 

7 当該特定事業場の現場責任者であることを確認できるものとします。 

8 特定事業場の周辺の状況（住宅や公共施設等）が判明できる図面とし、特定事業場

の予定地を図上に太線等で囲んでください（縮尺 2,500分の 1程度）。 

9 実測図（縮尺 250分の 1程度）とします。 

10,11 特定事業区域及び周辺 20m並びに特定事業場の平面図、断面図（土砂等の堆積

が最大になった場合の構造が確認できるものとし、構造は別表第 3（施行規則第 12

条第 2項）を遵守してください。（縮尺 250分の 1～500分の 1程度））及び特定事業

区域に堆積できる土砂等の量の計算書を添付してください。 

12 搬入する土砂等の量を積算した土量計算書を添付してください。 

13,14 特定事業区域並びに特定事業区域及び周辺 20mの土地登記事項証明書並びに公

図の写しで 3か月以内かつ事前協議済書交付後に発行されたものとします。また、

公図の写しには、特定事業場及び特定事業区域を明示し、特定事業場及び特定事業

区域並びに特定事業場周辺 20ｍに地目、地積及び土地所有者の住所・氏名を記入

し、複数枚にまたがる場合は合成公図も作成してください。 

15 安定計算を行った場合には、当該安定計算を記載した書面を添付してください。 

16 擁壁の断面図、背面図（両図とも縮尺 20分の 1～50分の 1程度）を添付してくだ

さい（背面図は、擁壁の裏面の構造が判明できるものであること。）。 

17 擁壁の安定性や部材の応力度等の検討等により、当該擁壁の安全性が確認できる

書面を添付してください。 

18 特定事業が規則別表第 4に掲げる行為に該当する場合は、法令等に基づく許認可

等の許可書等又は申請書の写し（受付印があるもの）を添付してください。 
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19 表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合は、構造が判明する

断面図を添付してください。（縮尺 250分の 1～500分の 1程度） 

20 表土と特定事業に使用される土砂等が遮断されない構造の場合は、特定事業区域

の面積に応じて、規則第 9条第 7項に従って採取、分析し、採取した地点の位置図

及び写真並びに検査試料採取調書（第 15号様式）及び地質分析（濃度）結果証明書

（第 16号様式）を添付してください。 

21 特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表を示

し、使用する機械や資材、工事種別ごとの施工方法を記載し、必要に応じ図面等を

作成してください。また、各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程

表を添付してください。（107ページ参照） 

22 湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、及び自然排水を遮断するような土

地構造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水

に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面を作成してください。さらに、沈砂

池（調整池）等の施設が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図面も提出して

ください。 

23 搬入・搬出経路図を作成してください。この場合において、添付書類 8（書類一覧

No8）に当該事項を追加記載することもできます。 

24 農地転用が必要な場合は、受付された許可申請書の写しを添付してください。 

25 特定事業場が埋蔵文化財の所在に係る土地であるか確認を行い、有無に関する書

類を添付してください。 

26 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写しを添付してく

ださい。 

27 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法定外公共物を除く。）

の境界並びに特定事業区域内の道路、河川、水路及び法定外公共物の境界における

境界確定図の写しを添付してください。 

28 住民説明会報告書（第 17号様式）に説明会の開催状況（説明概要、住民要望等）

を記載します。開催できなかった場合はその理由と対応状況を記載します。 

29～31 説明会及び同意、承諾の際に作成した書類を添付してください。 

・ 土地所有者及び特定事業の施工の妨げとなる権利者（地上権、永小作権、質権又

は賃借権）の特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書（第 7号様式）（所有権移

転の仮登記や売買予定等で条件付所有権移転等の登記がされている場合には、当該

土地が自己所有かどうかに関わらず、当該権利者からの同意書が必要です。） 

・ 行政機関が所有又は管理する土地の場合は、許認可書、許可申請書の写し（受付

印があるものに限る。）又はその他施工同意を証明できる書面を添付してください。 

・ 特定事業区域から 20ｍ以内の土地の所有者の 10分の 8以上から近傍土地所有者承

諾書（第 9号様式） 

・ 特定事業場から 100ｍ以内に居住する世帯の 10分の 8以上の世帯主から周辺住民

承諾書（第 10号様式）及び世帯数調査書（第 11号様式） 
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注）各種同意書の同意者の住所又は氏名が、土地の登記事項証明書の記載内容と異な

る場合は、土地所有権を有する者であることを証する書面を添付してください。ま

た、同意書に添付する証明書は 3か月以内に発行されたもの（事前協議書に原本証

明により写しを添付した証明書については、この限りではない。）とします。 

・ 代理人が許可申請を行う場合には、当該代理人の権限を証する書面（許可申請書

と同じ押印のあるもの）を添付してください。 

32 特定事業場がある町会・自治会からの町会・自治会承諾書（第 12号様式）を添付

してください。特定事業について十分に説明し、努力を尽くしたにもかかわらず町

会・自治会の承諾が得られない場合は、その理由、経緯等を詳しく記した理由書を

添付してください。 

33 町会・自治会と条例第 12条第 5項の規定による協定を締結した場合は写しを添付

してください。 

34 他の自治体での実績がある場合は許可書の写しを添付してください。 

 

(4) 許可申請手数料について 

 

 

 

 

  

項目 単位 手数料 

新規許可申請 １件 ５０，０００円 
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一時堆積特定事業許可申請書提出書類一覧                  別紙 4 

 

  

№ 事項又は書類等 
許可 

申請 

様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 

 「特定事業（一時堆積特定事業）許可申請書」 ○ 第18号 □ 

委任状 △  □ 

特定事業場及び特定事業区域地番一覧 ○ 第18号 別紙1 □ 

特定事業（一時堆積特定事業）に使用される土砂等の搬入計画

に関する事項 
○ 第18号 別紙2 □ 

1 住民票の写し又は法人の登記事項証明書 ○  □ 

2 誓約書 ○ 第14号 □ 

3 申請者が法人である場合においてはその役員の住民票の写し △  □ 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み

株式総数又は出資額の100分の5以上）の住民票の写し 
△  □ 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し △  □ 

6 法定代理人の住民票の写し（申請者が未成年の場合） △  □ 

7 現場責任者であることを証する書面 
○ 

「現場責任者 

説明事項」 
□ 

8 特定事業場の位置図及び付近の見取図(2500分の1程度) ○ 【96ページ】 □ 

9 特定事業区域の実測図（求積図・求積表） ○  □ 

10 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の現況平面図及び断

面図 (250分の1～500分の1程度) 
○ 【97～99ぺージ】 □ 

現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置図 ○  □ 

11 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（堆積

が最大になった場合の当該堆積の構造が確認できるもの） 
○  □ 

12 土砂等の予定量の計算書 ○  □ 

13 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の土地の登記事項

証明書及び公図の写し 
○  □ 

14 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の土地の合成公図

（地目、地積、土地所有者の氏名を記入し、また特定事業区域

と特定事業場の範囲を明示すること。） 

○  □ 

15 安定計算を行った場合には、その書面 △  □ 

16 擁壁または壁面崩壊防止施設を用いる場合には、断面図背面図 △  □ 

17 鉄筋または無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては

概要、計画、構造計算書 
△  □ 
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注）許可申請欄中、○印は必須、△は条件に該当する場合必須、□は選択を示す。 

 
  

№ 事項又は書類等 
許可 

申請 

様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 

18 別表４に掲げる行為に該当することを証する書面 

（許可通知書、申請書（受付印があるもの） 等） 
△  □ 

19 表土と堆積土砂等が遮断される場合にあってはその構造図(20 分

の 1～50 分の 1程度) 
△  □ 

20 特定事業区域の表

土の地質検査 

表土と堆積土砂等

が遮断されていな

い場合 

採取地点位置図 □  □ 

現場写真 □  □ 

検査試料採取調書 □  □ 

地質分析（濃度）結果証明書 
□  

□ 

21 特定事業施工計画書 〇 【100 ページ】 □ 

22 排水計画図（湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、及び

自然排水を遮断するような土地構造の場合） 
△  □ 

23 搬入経路図 〇 【96 ページ】 □ 

24 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し △  □ 

25 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類 〇  □ 

26 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写し △  □ 

27 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法定外

公共物を除く。）の境界並びに特定事業区域内の道路、河川、水路

及び法定外公共物の境界における境界確定図の写し 

〇  □ 

28 住民説明会報告書 ○ 第 17 号 □ 

29 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書 〇 第 7 号 □ 

30 近傍土地所有者承諾書 〇 第 9 号 □ 

31 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 
〇 

第 10 号 

第 11 号 
□ 

32 町会・自治会承諾書 〇 第 12 号 □ 

33 協定を締結した場合は、協定書の写し △  □ 

34 その他市長が必要と認める書類及び図面 △  □ 

    □ 



- 37 - 

 

3 特定事業変更許可申請書（第 20号様式）の作成・記載要領等 

 

申請書記載事項に変更があるときは（規則第 14 条第 1 項の軽微な変更と本条例の措置命

令の措置を除きます。）、再び事前協議を行う必要があります。（17ページ参照） 

期間の延長は最長 1年です。特定事業区域の面積の拡大は当初面積の最大 10分の 2です。 

 

(1) 作成要領 

ア 申請書又は届出書及び添付書類は、フラットファイル等で製本してください。 

イ 申請書又は届出書に添付される書類についての目次を作成してください。 

ウ 提出部数は、正本（原本）1 部、副本 1 部の 2 部です。なお副本は、後日申請者又

は届出者に控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A 列 4 番で作成してくださ

い。 

オ 土地（法人）の登記事項証明書、公図の写し、住民票の写しは、3か月以内かつ事

前協議済書交付後に発行されたものとします。事前協議で添付したもののコピーを

使用することはできません。公図の写しについてはコピーではなく、法務局で交付

されたものを添付してください。ただし、副本については申請者の控え用であるこ

とから、コピーを使用することもできます。登記情報提供サービスで取得したもの

は証明書類として認められません。 

カ 特定事業区域を拡大する事項の変更の場合の表土の地質検査については、原則とし

て規則第 9条第 7項の区分に応じて地質検査の実施が必要となります。ただし、事前

協議において特定事業区域の表土の地質の状況について既に測定を実施している場

合には、その結果の写しを使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 記載要領 

ア 申請者、担当者 

特定事業を行おうとする者の住所・氏名等を記載してください。担当者は連絡先を

記載してください。 

また、市長から本条例の措置命令を受けた者は、必要な措置を完了していないと

きは、許可の申請はできません。 

イ 変更する事項の内容及び変更の理由 

条例第 13 条第 1 項各号、第 2 項各号に掲げる事項（規則で定める軽微な変更を除

く。）において変更申請又は変更届出を行おうとする事項について、変更前と変更後の

特定事業区域面積 検体数 

1ha 未満 2検体 

1ha～2ha 未満 3検体 

以降1haごとに1検体ずつ増やす 

10ha以上 12検体 
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内容及び理由を記載してください。 

 

(3) 添付書類 

特定事業に係るものにあっては 1～6及び 27～33は添付必須または条件により必須

で、7～26は変更に係るものを添付してください。一時堆積特定事業に係るものにあっ

ては 1～6、27及び 29～33は添付必須または条件により必須で、7～25は変更に係るも

のを添付してください。 

目次を作成してください。その場合、本手引き別紙 5（41ページ参照）と同等の

「特定事業変更許可申請書添付書類一覧」を作成し、この順で製本の上申請してくだ

さい。 

1 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） 

申請者が個人である場合は第 4面、申請者が法人である場合は第 5面を作成して

ください。 

2 誓約書 

3 法人の場合はその役員の住民票の写し 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み株式総数又は出資額

の 100分の 5以上）の住民票の写し 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し 

6 法定代理人の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票の写

し） 

第 3面を作成してください。 

7 特定事業場の周辺の状況（住宅や公共施設等）が判明できる図面とし、特定事業場

を図上に太線等で囲んでください（縮尺 2,500分の 1程度）。 

8 実測図（縮尺 250分の 1程度）とします。 

9,10 施工前後の構造が確認できるものとし、構造は規則別表第 2（75ページ参照）

を遵守し、のり面保護方法等を記載してください。 

また平面図には、特定事業区域及び特定事業場と隣地との境界杭等を明示し、現

場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置を記載してください（縮

尺 250分の 1～500分の 1程度）。 

11 搬入する土砂等の量を積算した土量計算書を添付してください。 

12,13 特定事業場並びに特定事業区域及び周辺 20mの土地の登記事項証明書及び公図

の写しで 3か月以内かつ事前協議済書交付後に発行されたものとします。また、公

図の写しには、特定事業場及び特定事業区域を明示し、特定事業場及び特定事業区

域並びに特定事業場周辺 20mに地目、地積、土地所有者の住所・氏名を記入し、複

数枚にわたる場合は合成公図も作成してください。 

14 安定計算を行った場合には、当該安定計算を記載した書面を添付してください。 

15 擁壁の断面図、背面図（両図とも縮尺 20分の 1～50分の 1程度）を添付してくだ

さい（背面図は、擁壁の裏面の構造が判明できるものであること。）。 
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16 擁壁の安定性や部材の応力度等の検討等により、当該擁壁の安全性が確認できる

書面を添付してください。 

17 特定事業が規則別表第 4に掲げる行為に該当する場合は、法令等に基づく許認可

等の許可書等又は申請書の写し（受付印があるもの）を添付してください。 

18 表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合は、構造が判明する

断面図を添付してください。（縮尺 250分の 1～500分の 1程度） 

19 特定事業区域の面積に応じて、規則第 9条第 7項に従って採取、分析し、採取し

た地点の位置図及び写真並びに検査試料採取調書（第 15号様式）及び地質分析（濃

度）結果証明書（第 16号様式）を添付してください。 

20 特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表を示

し、使用する機械や資材、工事種別ごとの施工方法を記載し、必要に応じ図面等を

作成してください。また、各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程

表を添付してください。（107ページ参照） 

21 湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、及び自然排水を遮断するような土

地構造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水

に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面を作成してください。さらに、沈砂

池（調整池）等の施設が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図面も提出して

ください。 

22 搬入・搬出経路図を作成してください。この場合において、添付書類 8（書類一覧

No8）に当該事項を追加記載することもできます。 

23 農地転用が必要な場合は、受付された許可申請書の写しを添付してください。 

24 特定事業場が埋蔵文化財の所在に係る土地であるか確認を行い、有無に関する書

類を添付してください。 

25 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写しを添付してく

ださい。 

26 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法定外公共物を除く。）

の境界並びに特定事業区域内の道路、河川、水路及び法定外公共物の境界における

境界確定図の写しを添付してください。 

27 住民説明会報告書（第 17号様式）に説明会の開催状況（説明概要、住民要望等）

を記載します。開催できなかった場合はその理由と対応状況を記載します。 

28～30 説明会及び同意、承諾の際に作成した書類を添付してください。 

・ 土地所有者及び特定事業の施工の妨げとなる権利者（地上権、永小作権、質権又

は賃借権）の特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書（第 7号様式）（所有権移

転の仮登記や売買予定等で条件付所有権移転等の登記がされている場合には、当該

土地が自己所有かどうかに関わらず、当該権利者からの同意書が必要です。） 

・ 特定事業区域外で特定事業場内の土地所有者の場合は、特定事業区域外土地使用

同意書（第 8号様式）が必要です。 
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・ 行政機関が所有又は管理する土地の場合は、許認可書、許可申請書の写し（受付

印があるものに限る。）又はその他施工同意を証明できる書面を添付してください。 

・ 特定事業区域から 20m以内の土地の所有者の 10分の 8以上から近傍土地所有者承

諾書（第 9号様式） 

・ 特定事業場から 100m以内に居住する世帯の 10分の 8以上の世帯主から周辺住民

承諾書（第 10号様式）及び世帯数調査書（第 11号様式） 

注）各種同意書の同意者の住所又は氏名が、土地の登記事項証明書の記載内容と異な

る場合は、土地所有権を有する者であることを証する書面を添付してください。ま

た、同意書に添付する証明書は 3か月以内に発行されたもの（事前協議書に原本証

明により写しを添付した証明書については、この限りではない。）とします。 

・ 代理人が許可申請を行う場合には、当該代理人の権限を証する書面（許可申請書

と同じ押印のあるもの）を添付してください。 

31 特定事業場がある町会・自治会からの町会・自治会承諾書（第 12号様式）を添付

してください。特定事業について十分に説明し、努力を尽くしたにもかかわらず町

会・自治会の承諾が得られない場合は、その理由、経緯等を詳しく記した理由書を

添付してください。 

32 町会・自治会と条例第 12条第 5項の規定による協定を締結した場合は写しを添付

してください。 

33 他の自治体での実績がある場合は許可書の写しを添付してください。 

 

(4) 許可申請手数料について 

 

 

項目 単位 手数料 

変更許可申請 １件 ３０，０００円 
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特定事業変更許可申請書提出書類一覧                    別紙 5 

 

№ 事項又は書類等 
変更申請 様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 通常 一時 

 「特定事業変更許可申請書」 ○ ○ 第20号 □ 

委任状 △ △  □ 

1 住民票の写し又は法人の登記事項証明書 ○ ○  □ 

2 誓約書 ○ ○ 第14号 □ 

3 申請者が法人である場合においてはその役員の住民票の写し △ △  □ 

4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行

済み株式総数又は出資額の100分の5以上）の住民票の写し 
△ △  □ 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し △ △  □ 

6 法定代理人の住民票の写し（申請者が未成年の場合） △ △  □ 

7 特定事業場の位置図及び付近の見取図(2500分の1程度) 

変

更

が

あ

る

書

類

の

み 

変

更

が

あ

る

書

類

の

み 

【96ページ】 □ 

8 特定事業区域の実測図（求積図・求積表）  □ 

9 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の現況平面図及

び断面図 (250分の1～500分の1程度) 
【97～99ぺージ】 □ 

10 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図

（特定事業の施工前後の構造が確認できるもの、一時堆積の

場合は土砂等の堆積が最大となった場合の当該体積の構造

が確認できるもの） 

 □ 

11 土砂等の予定量の計算書  □ 

12 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の土地の登記

事項証明書及び公図の写し 
 □ 

13 特定事業区域及び周辺20m並びに特定事業場の土地の合成

公図（地目、地積、土地所有者の氏名を記入し、また特定事

業区域と特定事業場の範囲を明示すること。） 

 □ 

14 安定計算を行った場合には、その書面  □ 

15 擁壁または壁面崩壊防止施設を用いる場合には、断面図及

び背面図 
 □ 

16 鉄筋または無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっ

ては概要、計画、構造計算書 
 □ 

17 別表４に掲げる行為に該当することを証する書面 

（許可通知書、申請書（受付印があるもの） 等） 
 □ 
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注）変更申請欄中、通常は特定事業、一時は一時堆積特定事業の必要書類を示す。 

○印は必須、△は条件に該当する場合必須、斜線は不要を示す。 

 

  

№ 事項又は書類等 
変更申請 様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 通常 一時 

18 表土と堆積土砂等が遮断される場合にあってはその構造図

(20 分の 1～50分の 1程度) 

変

更

が

あ

る

書

類

の

み 

変

更

が

あ

る

書

類

の

み 

 
□ 

19 特定事業区域の

表土の地質検査 

表土と堆積土砂等

が遮断されていな

い場合 

採取地点位置図  □ 

現場写真  □ 

検査試料採取調書  □ 

地質分析（濃度）結果証明書 
 

□ 

20 特定事業施工計画書 【100 ページ】 □ 

21 排水計画図  □ 

22 搬入経路図 【96 ページ】 □ 

23 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し  □ 

24 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類  □ 

25 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の

写し 
 □ 

26 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河川、水路及び法

定外公共物を除く。）の境界並びに特定事業区域内の道路、

河川、水路及び法定外公共物の境界における境界確定図の

写し 

  □ 

27 住民説明会報告書 ○ ○ 第 17 号 □ 

28 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書、特定事業区域

外土地使用同意書 
〇  

第 7 号 

第 8 号 
□ 

29 近傍土地所有者承諾書 〇 〇 第 9 号 □ 

30 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 
〇 〇 

第 10 号 

第 11 号 
□ 

31 町会・自治会承諾書 〇 〇 第 12 号 □ 

32 協定を締結した場合は、協定書の写し △ △  □ 

33 その他市長が必要と認める書類及び図面 △ △  □ 

     □ 
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4 特定事業譲受け許可申請書（第 44号様式）の作成・記載要領等 

 

(1) 作成要領 

ア 申請書及び添付書類は、フラットファイル等で製本してください。 

イ 申請書に添付する書類についての目次を作成してください。 

その場合、本手引き別紙 6（45ページ参照）と同等の「特定事業譲受け許可申請書

添付書類一覧」を作成し、この順で製本の上申請してください。 

ウ 提出部数は、正本（原本）1 部、副本 1 部の 2 部です。なお副本は、後日申請者に

控え用として返却します。 

エ 添付書類（図面は除く。）は、原則として日本産業規格 A 列 4 番で作成してくださ

い。 

オ 土地（法人）の登記事項証明書、住民票の写しは、3か月以内かつ事前協議済書交

付後に発行されたものとします。事前協議で添付したもののコピーを使用すること

はできません。副本については申請者の控え用であることから、コピーを使用する

こともできます。 

 

(2) 記載要領 

ア 申請者、担当者 

特定事業を行おうとする者の住所・氏名等を記載してください。担当者は連絡先を

記載してください。 

イ 特定事業の許可の内容 

譲受けの相手方が取得している許可内容を記載してください。 

ウ 譲受けの相手方の氏名及び住所 

譲受けの相手方の氏名及び住所を記載してください。 

エ 現場責任者の氏名及び職名 

現場責任者の氏名及び所属会社等における職名を記載してください。 

オ 法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

申請者が未成年の場合には、その法定代理人の氏名（名称）及び住所（法人では代

表者）を記載してください。 

（該当しない場合は、当該欄に斜線を入れること。） 

カ 譲受けの理由 

譲受けの理由を記載してください。 

 

(3) 添付書類について 

1 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書）申請者が個人である場合は第 4 面、

申請者が法人である場合は第 5面を作成してください。 

2 誓約書 

3 申請者が法人の場合は、その役員の住民票の写し 
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4 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み株式総数又は出資額

の 100分の 5以上）の住民票の写し 

5 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し 

6 法定代理人の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 

第 3面を作成してください。 

7 特定事業場の周辺の状況（住宅や公共施設等）が判明できる図面とし、特定事業場の

予定地を図上に太線等で囲んでください（縮尺 2,500分の 1程度）。 

8 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使用同意書（特

定事業区域外土地使用同意書にあっては、譲り受ける特定事業が一時堆積特定事業で

ある場合を除きます。）を添付してください。 

9 特定事業区域から 20m以内の土地の所有者の 10分の 8以上から近傍土地所有者承諾

書を添付してください。 

10 町会・自治会と協定を締結した場合は、当該協定書の写しを添付してください。 

11 他の自治体での実績がある場合は許可書の写しを添付してください。 

 

(4) 許可申請手数料について 

 

 

 

 

  

項 目 単位 手数料 

譲受け許可申請 １件 ３０，０００円 
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特定事業譲受け許可申請書提出書類一覧                   別紙 6 

注）変更申請欄中、通常は特定事業、一時は一時堆積特定事業の必要書類を示す。 

○印は必須、△は条件に該当する場合必須、斜線は不要を示す。 

 

  

№ 事項又は書類等 
許可申請 様式番号又は 

【記載例掲載㌻】 

チェック 

ボックス 通常 一時 

 

「特定事業譲受け許可申請書」 ○ ○ 第44号 □ 

委任状 △ △  □ 

1 住民票の写し又は法人の登記事項証明書 ○ ○  □ 

2 誓約書 ○ ○ 第14号 □ 

3 申請者が法人である場合、役員の住民票の写し △ △  □ 

4 

申請者が法人である場合においては株主又は出資

者（発行済み株式総数又は出資額の100分の5以上）

の住民票の写し 

△ △  □ 

5 
申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写

し 
△ △  □ 

6 法定代理人の住民票の写し（申請者が未成年の場合） △ △  □ 

7 
特定事業場の位置図及び付近の見取図 

(2500分の1程度) 
○ ○ 【96ページ】 □ 

8 
特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書 ○ ○ 第7号 □ 

特定事業区域外土地使用同意書 ○  第8号 □ 

9 近傍土地所有者承諾書 ○ ○ 第9号 □ 

10 協定を締結した場合は、協定書の写し ○ ○  □ 

11 その他市長が必要と認める書類 △ △  □ 

     □ 



- 46 - 

 

Ⅴ 特定事業の実施（許可後の手続き等）について 

 

1 許可書の交付を受けた後の土砂等の搬入前の準備について 

交付を受けた事業者は、 

• 現場事務所等の設置 

• 標識の設置 

• 土砂等の搬入路の設置 

• 排水の水質検査を行う施設の設置 

• 特定事業区域の境界の明示 

を行い、土砂等の搬入の届出を提出後に土砂等を搬入することができることになります。 

注）許可証又は受理書の交付を受けた後の土砂等搬入届出書等の届出者は、特定事業許可

申請書の申請者と同一の者としてください。また、譲受け等が行われた場合については、

特定事業譲受け許可申請書等の申請者と同一の者としてください。 

 

2 土砂等の搬入の届出（条例第 19条及び規則第 16条第 1項）について 

特定事業区域に土砂等を搬入する前に、土砂等搬入届出書(第 25 号様式)に次の書類を

添付して提出することが必要です。 

ア 土砂等発生元証明書（第 26号様式）（発生元事業者が記入） 

イ 検査試料採取調書（第 15号様式）（採取者が記入、分析証明書ごとに必要） 

ウ 地質分析（濃度）結果証明書（第 16号様式）（分析機関と環境計量士の印のあるも 

の（写しは不可）） 

エ 試料採取地点の土砂等の発生場所の平面図（採取地点を平面図に記入） 

オ 試料採取地点の土砂等の発生場所の現場写真（採取地点と採取状況が分かるもの） 

(1) 土砂等搬入届出は、土砂等の発生場所ごとに届出が必要です。また、同じ発生場所

でも、搬入量が 5,000㎥を超えるごとに、新たな届出が必要になります（例えば、同一

現場からの搬入量が 12,000㎥の場合は、3件分の届出が必要）。 

(2) 搬入計画と発生場所に変更が生じた場合は、特定事業軽微変更届出書（第 22号様式）

及び土砂等搬入届出書並びに関係書類一式を提出してください。 

(3) 搬入する土砂等が次の場合で、それを証する書面を添付する場合は、上記イ～オの

添付を省略することができます。 

・ 搬入する土砂等が公共事業で発生、採取し、安全基準に適合していると事前に市長の

承認をうけた書面 

・ 採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき許認可等がなされた採

取場から採取された土砂等を証する書面 

⇒ 「土砂等売渡・譲渡証明書（第 27号様式）」及び「採取場の許可証等の写し」これ

らの書面を添付する場合は、土砂等発生元証明書（上記ア）も省略できます。 

・ 一時堆積を行う場所から発生、採取され、規則で定めるもの及び安全基準に適合して
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いることを証する書面（発生場所が明確に区分されているものに限ります） 

 

3 特定事業の着手の届出（条例第 18条及び規則第 15条）について 

土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から 10 日以内に特定事業着手届出書

（第 24号様式）を提出してください。 

 

4 その他 

(1) 事業の実施に当たっては、許可条件、関係各課の指示事項を遵守してください。 

(2) 標識（第 34号様式）は、公衆の見やすい場所に設置してください。耐水性合板と同 

等以上の材質とし、白地に黒の文字とし、容易に消えないことが必要です。 

(3) 施工期間中は常に、近隣の住民等が申請書及び各種提出書類の控えを縦覧できるよ 

うに、これらの書類を関係書類等の縦覧場所に配置してください。 

 

5 施工中の定期報告について 

特定事業に着手した日から 4か月に 1回（一時堆積特定事業にあっては、3か月に 1回）

土砂等の量等の報告（特定事業状況報告書（第 30 号様式）又は特定事業（一時堆積特定

事業）状況報告書（第 31号様式））並びに地質検査及び水質検査の報告（特定事業地質等

検査報告書（第 32号様式））をしなければなりません。 

また、併せて、発生場所ごとの土砂等管理台帳（第 28号又は第 29号様式）の写しを提

出してください。 

(1) 特定事業状況報告書又は特定事業（一時堆積特定事業）状況報告書 

報告に係る期間内に搬入（又は搬出）した土砂等の量を発生場所ごとに報告すること。

その報告書には、現場写真及び計画平面図に土砂等を搬入した区域を明示した図面を添

付すること。 

(2) 特定事業地質等検査報告書 

ア 地質検査 

特定事業区域を 3,000 ㎡以内の区域に等分して市職員立ち合いの上、試料を採取

（5点混合）します。 

 

 

 

 

 

イ 水質検査 

市職員の立ち合いの上、試料を採取します。排水基準を定める省令に基づく測定方

法で測定します。 

ウ 特定事業地質等検査報告書添付書類 

• 検体採取の位置図（採取地点を計画平面図に記入） 

特定事業区域面積 検体数 

3,000㎡未満 1検体 

3,000㎡～6,000㎡未満 2検体 

6,000㎡～9,000㎡未満 3検体 

以降3,000㎡ごとに1検体ずつ増やすこと 
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• 検体採取場所の現場写真（採取地点と採取状況が分かるもの） 

• 検査試料採取調書（第 15号様式）（採取者が記入、分析証明書ごとに必要） 

• 地質分析（濃度）結果証明書（第 16号様式）（分析機関と環境計量士の印のあるもの

（写しは不可）） 

• 排水汚染状況測定（濃度）結果証明書（第 33号様式）（分析機関と環境計量士の印の

あるもの（写しは不可）） 

 

6 土砂等管理台帳（第 28号様式又は第 29号様式）について 

発生場所別に作成し、項目ごとに記載するとともに、土砂等の搬入過程を 1日ごとに記

入してください。台帳は許可または届出の日から 1年ごと（毎年 3月末）に閉鎖し、3年

間保存しなければなりません。 

 

7 特定事業軽微変更届出書（第 22号様式）について 

特定事業の許可を受けた者は、規則第 14条第 1項各号に定める事項を変更した場合に

は、10日以内に特定事業軽微変更届出書（第 22号様式）に関係書類や変更事項を証明

する書類を添付し、市に届出るとともに、土地所有者に特定事業軽微変更通知書（第 23

号様式）により通知してください。 

軽微な変更には次の場合があります。 

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

の変更 

(2) 法定代理人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその

代表者の氏名の変更 

(3) 条例第９条の許可を受けた者に係る次に掲げる者の変更 

ア 役員（法定代理人が法人である場合におけるその役員を含む。） 

イ 発行済株式総数の 100分の 5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100分の 5

以上の額に相当する出資をしている者 

ウ 規則第 10条に規定する使用人 

(4) 特定事業区域を除く特定事業場の位置又は面積の変更（条例第 12条第 1項の同意

を得るべき者及び同条第２項の承諾を得るべき周辺の住民が新たに増えない場合（一

時堆積特定事業にあっては、特定事業場の土地の所有者が新たに増えない場合を含

む。）に限る。） 

(5) 現場責任者の氏名又は職名の変更 

(6) 現場事務所の位置の変更 

(7) 特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土砂等の量を減少させるものに限

る。） 

(8) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更 

(9) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更 
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(10) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止する

ために必要な措置として、特定事業区域の区域内に設けた排水施設又は特定事業区域

の区域外に設けた柵の構造の変更（排水施設又は柵の機能を高めるものに限る。） 

 

8 関係書類の縦覧について 

事業者は、当該許可に係る現場事務所又は市長が指定する場所において、当該許可に

係る特定事業が施工されている間、当該特定事業に関し、市長に提出した書類及び図面

の写し並びに土砂等管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有す

る者の縦覧に供しなければなりません。 
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Ⅵ 特定事業の相続・廃止・完了・終了等の届出について 

 

1 特定事業相続等の届出について 

 

特定事業の許可を受けた者又は届出をした者の地位を承継した者は、特定事業相続等届出

書（第 46 号様式）に必要書類及び土地所有者に通知した写し（特定事業相続等通知書（第

47号様式））を添付し、提出してください。 

 

添付書類 

1 承継を証する書面 

2,5 住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票の写し）（3 か月以

内に発行されたもの） 

3 誓約書 

4 法定代理人の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票の写し）

（3か月以内に発行されたもの） 

6 申請者が法人である場合においては株主又は出資者（発行済み株式総数又は出資額

の 100分の 5以上）の住民票の写し 

7 申請者に使用人がある場合はその者の住民票の写し 

8 当該特定事業場の現場責任者であることを確認できるもの 

9 他の自治体での実績がある場合は許可書の写しを添付してください。 

 

2 特定事業の廃止等の届出について 

 

(1) 特定事業の廃止又は中止（2か月以上）をしようとする場合は、あらかじめ土壌及び

災害の発生の防止をするために必要な措置に係る工程等について、特定事業廃止（中止）

事前届出書（第 35 号様式）に平面図、縦断図、横断図、写真等を添付し提出してくだ

さい。 

特定事業廃止（中止）事前届出書提出後、市職員による現地調査が必要となる場合が

あります。 

(2) 特定事業を中止した場合には、未提出の特定事業状況報告書は中止の日から 1 週間

以内に提出してください。 

(3) 特定事業を廃止した場合には、土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な

措置を講じた上で、廃止した日から 10日以内に特定事業廃止届出書（第 36号様式）に

必要書類を添付し提出してください。 

特定事業廃止届出書提出後、市職員による現場確認を受けるとともに特定事業地質等

検査報告書（第 32号様式）に必要書類（47ページ参照）を添付し、提出してください。 
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3 特定事業の完了等の届出について 

 

(1) 特定事業が完了する 2 か月前の日までに、完了するまでの工程等について、特定事

業完了事前届出書（第 38号様式）に、工程表、平面図、縦断図、横断図、写真等を添付

し提出してください。 

(2) 特定事業が完了した場合には、特定事業完了届出書（第 39号様式）に完了した形態

の平面図、縦断図、横断図、土量計算書等を添付し、併せて特定事業状況報告書（第 30

号様式又は第 31号様式）を提出してください。 

特定事業完了届出書提出後、市職員による現場確認を受けるとともに特定事業地質等

検査報告書（第 32号様式）に必要書類（47ページ参照）を添付し、提出してください。 

 

4 特定事業の終了等の届出について 

 

(1) 特定事業の許可期間が満了する日までに完了する見込みがない場合には、同日の 2

か月前の日までに、土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程

等について、特定事業終了事前届出書（第 41号様式）に、平面図、縦断図、横断図、写

真等を添付し提出してください。 

(2) 特定事業が終了した場合には、特定事業終了届出書（第 42号様式）に平面図、縦断

図、横断図等を添付し、併せて特定事業状況報告書（第 30号様式又は第 31号様式）を

提出してください。 

特定事業終了届出書提出後、市職員による現場確認を受けるとともに特定事業地質等

検査報告書（第 32号様式）に必要書類（47ページ参照）を添付し、提出してください。 
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Ⅶ 松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例、同施行規則 

条例 規則 

松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例 

 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全

基準（第６条） 

 第３章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等（第７

条・第８条） 

 第４章 特定事業の規制（第９条―第３３条） 

 第５章 特定事業等に係る土地所有者の義務（第３４

条） 

 第６章 雑則（第３５条―第４０条） 

 第７章 罰則（第４１条―第４４条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚

染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を

行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって

市民の生活環境を保全することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 土砂等の埋立て等 土砂等（土砂及びこれに混入

し、又は吸着した物をいう。以下同じ。）による土

地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積

（製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除

く。）を行う行為をいう。 

⑵ 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域の面積

松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松戸市土砂等の埋立て等による土

壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（令和７

年松戸市条例第39号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 
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が300平方メートル以上である土砂等の埋立て等を行

う事業（宅地造成その他事業の工程の一部において

土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事

業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等の

みを当該事業のために使用するものを除く。）（土

砂等の埋立て等に供する区域の面積が300平方メート

ル未満であっても、その土砂等の埋立て等に供する

区域に隣接し、又は近接する土地において、当該土

砂等の埋立て等を行う事業を施工する日前6月以内に

土砂等の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工

中の場合においては、当該土砂等の埋立て等を行う

事業の土砂等の埋立て等に供する区域と既に施工さ

れ、又は施工中の土砂等の埋立て等を行う事業の土

砂等の埋立て等に供する区域の面積とが合算して300

平方メートル以上になるもの（当該土砂等の埋立て

等を行う事業の事業区域の土地所有者若しくは事業

者又はその両方が同一の者である場合に限る。）を

含む。）をいう。 

⑶ 特定事業区域 特定事業に供する区域をいう。 

⑷ 特定事業場 特定事業区域及び特定事業に供する

施設が存する区域をいう。 

⑸ 事業者 土砂等の埋立て等を行う者（請負契約等

により土砂等の埋立て等を行う者を含む。）をい

う。 

⑹ 土地所有者 土砂等の埋立て等に係る土地を所有

する者をいう。 

（事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋

立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止

する責務を有する。 

２ 事業者は、土砂等の埋立て等によって土壌の汚染及

び災害が発生した場合は、市民の生活環境の保全に支

障が生じないよう、当該土砂等の埋立て等の期間中及

びその終了後においても責任をもって対処しなければ

ならない。 

３ 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て

等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもっ

て、その解決に当たらなければならない。 
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４ 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者

は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図

るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に

努めなければならない。 

５ 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て

等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当

該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等によ

る土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬す

ることのないよう努めなければならない。 

（土地所有者の責務） 

第４条 土地所有者は、事業者に対して土地を提供しよ

うとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の

汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、

これらのおそれのある事業者に対して当該土地を提供

することのないよう努めなければならない。 

２ 土地所有者は、自己の所有する土地に係る土砂等の

埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意を

もって、その解決に当たらなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等

の適正化に関する施策を推進するものとする。 

２ 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生を未然に防止するため、千葉県と連携して土砂

等の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土

砂等の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものと

する。 

 

第２章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基

準 

 

第６条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基

準（以下「安全基準」という。）は、環境基本法（平

成５年法律第９１号）第１６条第１項に規定する土壌

の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。 

 

第３章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全基準及び崩落等の防止に係る基準） 

第２条 条例第６条の安全基準は、別表第１の項目の欄

に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおり

とする。 

２ 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第

１の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土

砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認

められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の
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（安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等

の禁止等） 

第７条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用し

て、土砂等の埋立て等を行ってはならない。 

２ 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない

土砂等が使用されているおそれがあると認めるとき

は、当該土砂等の埋立て等に係る事業者又は土地所有

者に対し、土砂等の埋立て等に使用される土砂等が安

全基準に適合していることを証する書類等を提出さ

せ、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は期限

を定めて現状を保全するために必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

３ 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない

土砂等が使用されていることを確認したときは、速や

かに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、

又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供する

とともに、当該土砂等の埋立て等に係る事業者又は土

地所有者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て

等に使用された土砂等（当該土砂等により安全基準に

適合しないこととなった土砂等を含む。）の全部若し

くは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による

土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきこ

とを命ずることができる。 

（土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等） 

第８条 土砂等の埋立て等に係る事業者及び土地所有者

は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落

し、飛散し、又は流出しないように規則で定める基準

を遵守し、かつ、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩

落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれ

があると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋

立て等に係る事業者又は土地所有者に対し、期限を定

めてこれらを防止するために必要な措置を講ずべきこ

とを命ずることができる。 

 

第４章 特定事業の規制 

 

測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値によ

り判断するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第８条第１項の規則で定める基準は、次の各号

に掲げる土砂等の埋立て等の区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

⑴ 次号に掲げる土砂等の埋立て等以外の土砂等の埋

立て等 別表第２第３号 

⑵ 土砂等の埋立て等が他の場所への搬出を目的とし

て土砂等の堆積を行うものであるもの 別表第３第

２号及び第３号 

⑶ 前２号に掲げる土砂等の埋立て等のうち、当該各

号に定める基準によりがたいものとして市長が認め

るもの 当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等

の崩落、飛散又は流出を防止するために必要な措置

として市長が認めるもの 
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（特定事業の許可等） 

第９条 特定事業を行おうとする者は、特定事業区域ご

とに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならな

い。ただし、当該特定事業が次の各号に掲げる事業であ

る場合にあっては、この限りでない。 

⑴ 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体

が行う事業（以下「公共事業」という。） 

⑵ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）、砂利採取

法（昭和４３年法律第７４号）、千葉県土採取条例

（昭和４９年千葉県条例第１号）その他の法令及び

条例（以下「法令等」という。）に基づき許認可等

（許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利

益を付与する処分をいう。以下同じ。）がなされた

採取場から採取された土砂等を販売するために一時

的に土砂等の堆積を行う事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公共的団体の範囲） 

第３条 条例第９条第１号の規則で定める公共的団体

は、次に掲げる者とする。 

⑴ 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森

林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日

本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日

本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、地

方共同法人日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会

社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人

労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整

備機構 

⑵ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４

号）に基づき設立された地方住宅供給公社 

⑶ 地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基

づき設立された地方道路公社 

⑷ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法

律第６６号）第１０条第１項の規定により設立され

た土地開発公社 

⑸ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０

条第１項の規定により認可された土地改良区 

⑹ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第

１４条第１項の規定により認可された土地区画整理

組合 

⑺ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１１

条第１項の規定により認可された市街地再開発組合 

⑻ 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）に

基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機

関法人 

⑼ 地方公共団体がその資本金、基本金その他これら

に準ずるものの2分の1以上を出資している法人であ

って、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地

方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして
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⑶ 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前協議） 

第１０条 前条又は第１６条第１項の許可の申請をしよ

うとする者は、あらかじめ、規則で定めるところによ

り、特定事業の計画について市長と協議しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

市長の認定を受けた者 

２ 前項第８号の規定による市長の認定を受けようとす

る者は、公共的団体認定申請書（第１号様式）を市長

に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項第９号の規定により認定をしたとき

は公共的団体認定通知書（第２号様式）により、認定

をしないときはその旨を書面により当該認定を申請し

た者に通知するものとする。 

（適用除外の事業） 

第４条 条例第９条第３号の規則で定める事業は、次に

掲げる事業とする。 

⑴ 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用

に供している土地に土砂等を盛土する事業 

⑵ 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等

以上の土砂等を用いて、農地の改善を行う事業 

⑶ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全

する目的で通常の管理行為として行う特定事業 

⑷ 災害復旧のために必要な応急措置として行う特定

事業 

⑸ 自己の居住の用に供する住宅を建設するために行

う事業 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める

事業 

（許可の適用除外届出） 

第５条 条例第９条各号に掲げる特定事業を行おうとす

る者は、特定事業許可適用除外届出書（第３号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（事前協議） 

第６条 条例第１０条の規則で定める協議は、事業者が

条例第９条の規定により許可を受けようとする場合は

特定事業計画書（第４号様式）に、条例第１６条第１

項の規定により許可を受けようとする場合は特定事業

変更計画書（第５号様式）に、次に掲げる書類及び図

面（条例第１６条第１項の許可を受けようとする場合

は、変更に係るものに限る。）を添えて行わなければ

ならない。 

⑴ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

⑵ 特定事業区域の実測求積図 
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（説明会の開催等） 

第１１条 第９条の許可の申請をしようとする者は、当

該申請をする日の前日までに、前条の規定による事前

協議の内容に基づき、当該申請に係る特定事業場の周

辺に居住する者で規則で定めるもの（次項において

「周辺住民」という。）に対して、当該申請に係る第

１３条第１項各号に掲げる事項その他規則で定める事

項（次項において「周知事項」という。）を周知する

ための説明会を開催しなければならない。 

⑶ 特定事業区域及びその周辺20メートル以上の区域

並びに特定事業場の現況平面図及び現況断面図 

⑷ 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計

画断面図（特定事業の施工前後の構造が確認できる

ものに限る。） 

⑸ 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 

⑹ 特定事業区域及びその周辺20メートルの土地並び

に特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写

し 

⑺ 特定事業区域及びその周辺20メートルの土地並び

に特定事業場の土地に係る公図の合成図で、それら

の土地の所有者名、地目及び地積を記載したもの

（特定事業区域及び特定事業場が確認できるものに

限る。） 

⑻ 調整池の平面図、断面図及び構造図 

⑼ 放流先水路の流域図及び断面図 

⑽ 流量計算書 

⑾ 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する

事項を記載した書類 

⑿ 特定事業場への土砂等の搬入経路図 

⒀ 周辺住民に対する説明会の計画書 

⒁ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める

書類及び図面 

２ 市長は、条例第１０条に規定する協議が、当該協議

を開始した日から1年を経過しても成立しないときは、

当該協議を終了するものとする。 

３ 市長は、条例第１０条に規定する協議が成立したと

きは、特定事業事前協議済書（第６号様式）を当該協

議を行った事業者に交付するものとする。 

（説明会の開催等） 

第７条 条例第１１条第１項の規則で定めるものは、次

に掲げる事項とする。 

⑴ 特定事業場から200メートルの区域内に居住する者 

⑵ 特定事業場の存する地区の町会長又は自治会長 

２ 条例第１１条第１項の規則で定める事項（条例第１

６条第１項において準用する場合は、変更に係るもの

に限る。）とする。 

⑴ 条例第９条の許可の申請をしようとする者の氏名
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又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地及び特定事業に

係る現場責任者の連絡先 

⑵ 特定事業区域及び特定事業場の位置及び面積 

⑶ 特定事業の期間 

⑷ 特定事業が完了したときの特定事業区域の構造

（当該申請が一時堆積特定事業に係るものである場

合は、一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の

堆積の構造） 

⑸ 特定事業に使用される土砂等の予定量 

⑹ 跡地利用計画 

⑺ 調整池の構造 

⑻ 放流先水路の流域、断面図及び流量計算に関する

事項 

⑼ 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する

事項 

⑽ 特定事業場への土砂等の搬入経路に関する事項 

⑾ 前各号に定めるもののほか、その他市長が必要と

認める事項 

３ 条例第９条の許可の申請をしようとする者は、条例

第１１条第１項の規定により説明会を開催するとき

は、同項に規定するもの（以下「周辺住民」とい

う。）の参集の便を十分考慮して開催の日時及び場所

を定め、前項各号に掲げる事項をあらかじめ周辺住民

に対し書面の配布その他適切な方法により周知しなけ

ればならない。 

４ 条例第９条の許可の申請をしようとする者は、条例

第１１条第１項の規定により開催した説明会が終了し

たときは、直ちに、出席者名簿及び会議録を作成し、

市長に報告するものとする。 

５ 条例第１１条第２項の規則で定めるものは、次に掲

げる事由とする。 

⑴ 天災、交通の途絶その他不測の事態により説明会

の開催が不可能であること。 

⑵ 条例第９条の許可の申請をしようとする者以外の

者により説明会の開催が故意に阻害されることによ

って説明会を円滑に開催できないことが明らかであ

ること。 
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２ 第９条の許可の申請をしようとする者は、その責め

に帰することができない事由であって規則で定めるも

のにより、前項に規定する説明会を開催することがで

きない場合は、当該説明会を開催することを要しな

い。この場合において、当該申請をしようとする者

は、規則で定める方法により、当該申請をする前日ま

でに、周知事項を周辺住民に周知しなければならな

い。 

（特定事業に係る土地所有者等の同意等） 

第１２条 第９条の許可の申請をしようとする者は、あ

らかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係

る特定事業区域内（一時堆積特定事業（次条第２項に

規定する一時堆積特定事業をいう。）の場合は、当該

申請に係る特定事業場内）の土地につき当該特定事業

の施工の妨げとなる権利を有する者及び当該特定事業

場の土地の所有者（当該特定事業者を除く。）に当該

特定事業について説明し、その同意を得なければなら

ない。 

 

 

２ 第９条の許可の申請をしようとする者は、あらかじ

め規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事

業区域の近傍の土地の所有者及び周辺の住民に当該特

定事業について説明し、その承諾を得なければならな

い。 

３ 第１項の同意及び前項の承諾は、前条に規定する説

明会の開催又は周知の後に得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第９条の許可の申請をしようとする者は、あらかじ

め、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定

事業場の存する町会又は自治会に当該特定事業につい

６ 条例第１１条第２項の規則で定める方法は、周辺住

民に対して、周知事項を記載した書面を配布又は送付

する方法とする。 

 

 

 

 

 

（土地所有者等の同意等） 

第８条 条例第１２条第１項（条例第１６条第１項及び

条例第２７条第１項において準用する場合を含む。次

項において同じ。）の規定による特定事業の施工の妨

げとなる権利を有する者は、特定事業区域内（一時堆

積特定事業の場合は、特定事業場内）の土地につき地

上権、永小作権、質権又は賃借権を有するものとす

る。 

２ 条例第１２条第１項の規定による同意は、特定事業

区域内（特定事業場内）施工同意書（第７号様式）及

び特定事業区域外土地使用同意書（第８号様式）によ

らなければならない。 

３ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項及び条例

第２７条第１項において準用する場合を含む。）の規

定による近傍の土地の所有者の承諾は、近傍土地所有

者承諾書（第９号様式）によらなければならない。 

４ 前項の規定による近傍の土地の所有者の承諾は、特

定事業区域から20メートル以内の土地の所有者の10分

の8以上から得るものとする。 

５ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による周辺の住民の承

諾は、周辺住民承諾書（第１０号様式）及び世帯数調

査書（第１１号様式）によらなければならない。 

６ 前項の規定による周辺の住民の承諾は、特定事業場

から100メートル以内の区域に居住する世帯の10分の8

以上の世帯主から得るものとする。 

７ 条例第１２条第４項（条例第１６条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による町会又は自治会

の承諾は、町会・自治会承諾書（第１２号様式）によ

らなければならない。 
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て説明し、その承諾を得るよう努めなければならな

い。 

５ 第９条の許可の申請をしようとする者は、当該申請

に係る特定事業場の存する町会又は自治会から、当該

特定事業場の周辺地域の環境保全に係る遵守事項につ

いての協定の締結の申出があったときは、これに応じ

るよう努めなければならない。 

６ 前各項の規定は、規則で定める特定事業については

適用しない。 

（許可の申請等） 

第１３条 第９条の許可を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図

面を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

⑵ 特定事業区域の位置 

⑶ 特定事業区域の面積 

⑷ 現場事務所（土砂等の搬入（次項に規定する一時

堆積特定事業である場合にあっては、搬入及び搬

出）を管理するための事務所をいう。以下同じ。）

その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置 

⑸ 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名 

⑹ 特定事業区域の表土の地質の状況 

⑺ 特定事業に使用される土砂等の量 

⑻ 特定事業の期間 

⑼ 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造 

⑽ 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する

事項 

⑾ 特定事業が施工されている間において、特定事業

区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必

要な措置 

⑿ 特定事業が施工されている間において、特定事業

区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置 

 

 

 

８ 条例第１２条第６項の規則で定めるものは、別表第

４に掲げる行為とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（特定事業の許可の申請） 

第９条 条例第１３条第１項に規定する申請書は、特定

事業許可申請書（第１３号様式）とする。 

２ 条例第１３条第１項の規則で定める書類及び図面

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、

法人の登記事項証明書） 

⑵ 申請者が条例第１５条第１項第１号アからケまで

に該当しない者であることの誓約書（第１４号様

式） 

⑶ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の

住民票の写し 

⑷ 申請者が法人であって、発行済株式総数の100分の

5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以

上の額に相当する出資をしている者がいる場合にあ

っては、これらの者の住民票の写し 

⑸ 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっ

ては、その者の住民票の写し 

⑹ 申請者が条例第１５条第１項第１号カに規定する

未成年者（以下「未成年者」という。）である場合

にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人の場合にあっては、法人の登記事項証

明書及び役員（同号イに規定する役員をいう。以下

同じ。）の住民票の写し） 

⑺ 現場責任者であることを証する書面 

⑻ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

⑼ 特定事業区域の実測求積図 

⑽ 特定事業区域及びその周辺20メートル以上の区域

並びに特定事業場の現況平面図及び現況断面図 
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⑾ 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計

画断面図（特定事業の施工前後の構造が確認できる

ものに限る。） 

⑿ 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 

⒀ 特定事業区域及びその周辺20メートルの土地並び

に特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写

し 

⒁ 特定事業区域及びその周辺20メートルの土地並び

に特定事業場の土地に係る公図の合成図で、それら

の土地の所有者名、地目及び地積を記載したもの

（特定事業区域及び特定事業場が確認できるものに

限る。） 

⒂ 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を

行った場合にあっては、当該安定計算を記載した計

算書 

⒃ 擁壁又は崖面崩壊防止施設（宅地造成及び特定盛

土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第６

条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同

じ。）を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面

崩壊防止施設の断面図及び背面図 

⒄ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁

壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造

計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

⒅ 特定事業が別表第４に掲げる行為に該当する場合

は、当該行為に該当することを証する書面 

⒆ 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした

土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに

第７項第２号の規定により採取した試料ごとの検査

試料採取調書（第１５号様式）及び地質分析（濃

度）結果証明書（第１６号様式。計量法（平成４年

法律第５１号）第１２２条第１項の規定により登録

された計量士のうち濃度に係る計量士（以下「環境

計量士」という。）が発行したものに限る。以下同

じ。） 

⒇ 特定事業の施工方法及び工程、施工に係る組織そ

の他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計

画書 

(21) 特定事業区域の排水計画図 
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⒀ 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、第９条の許可を受けよう

とする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂

等の堆積を行う特定事業（以下「一時堆積特定事業」

(22) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図 

(23) 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し 

(24) 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類 

(25) 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、

占用許可書等の写し 

(26) 特定事業区域の境界が属する土地（道路、河

川、水路及び法定外公共物を除く。）の境界並びに

特定事業区域内の道路、河川、水路及び法定外公共

物の境界における境界確定図の写し 

(27) 条例第１１条第１項の規定による説明会の結果

を記載した住民説明会報告書（第１７号様式） 

(28) 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及

び特定事業区域外土地使用同意書 

(29) 近傍土地所有者承諾書 

(30) 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 

(31) 町会・自治会承諾書 

(32) 条例第１２条第５項の規定による協定を締結し

た場合は、協定書の写し 

(33) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認め

る書類及び図面 

 

３ 条例第１３条第１項第１３号の規則で定める事項

は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 特定事業場の面積 

⑵ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法

定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者及び役員の氏名 

⑶ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の

氏名 

⑷ 申請者が法人である場合において、発行済株式総

数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者が

あるときにあっては、これらの者の氏名 

⑸ 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっ

ては、その者の氏名 

４ 条例第１３条第２項に規定する申請書は、特定事業

（一時堆積特定事業）許可申請書（第１８号様式）と

する。 
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という。）である場合にあっては、当該許可を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規

則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 前項第１号から第５号までに掲げる事項 

⑵ 特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特

定事業に使用される土砂等が遮断される構造である

場合にあっては、その構造） 

⑶ 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬

出の予定量 

⑷ 特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造 

⑸ 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査

を行うために設置する施設の構造 

⑹ 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂

等が発生し、又は採取された場所（以下「発生場

所」という。）ごとに当該土砂等を区分するために

必要な措置 

 

 

 

 

 

 

⑺ 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

（申請の制限等） 

第１４条 第９条の許可を受けようとする者は、特定事

業の期間について3年（当該許可の申請が一時堆積特定

事業に係るものである場合にあっては、5年）を超えて

申請することができない。 

２ 前項に定めるもののほか、第９条の許可を受けよう

とする者は、第７条第２項若しくは第３項、第８条第

２項、第３０条又は第３２条の規定による命令を受け

た者である場合であって、必要な措置を完了していな

いときは、当該許可の申請をすることができない。 

（許可の基準） 

第１５条 市長は、第９条の許可の申請が第１３条第１

項の規定によるものである場合にあっては、当該申請

が次の各号に適合していると認めるときでなければ、

５ 条例第１３条第２項の規則で定める書類及び図面

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 第２項第１号から第７号までに掲げる書類 

⑵ 第８号から第１０号まで、第１２号から第１８号

まで及び第２０号から第２５号までに掲げる書類及

び図面 

⑶ 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計

画断面図（土砂等の堆積が最大となった場合の当該

堆積の構造が確認できるものに限る。） 

⑷ 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用さ

れる土砂等が遮断される構造の場合は、その構造 

 図 

⑸ 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用さ

れる土砂等が遮断される構造でない場合は、第２項

第１９号に掲げる書類及び図面 

⑹ 特定事業場の境界が属する土地（道路、河川、水

路及び法定外公共物を除く。）の境界並びに特定事

業場内の道路、河川、水路及び法定外公共物の境界

における境界確定図の写し 

⑺ 第２項第２７号から第３２号までに掲げる書類

（第２８号の特定事業区域外土地使用同意書を除

く。） 

⑻ その他市長が必要と認める書類及び図面 

６ 条例第１３条第２項第７号の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

⑴ 特定事業の期間 

⑵ 第３項各号に掲げる事項 

７ 第２項第１９号及び第５項第５号の特定事業区域の

表土の地質検査は、次に掲げる方法によらなければな

らない。 

⑴ 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域

の面積に応じ、それぞれ当該右欄に定める数以上の

区域に等分して行うこと。 

１ヘクタール未満 ２ 

１ヘクタール以上２ヘクタール未満 ３ 

２ヘクタール以上３ヘクタール未満 ４ 

３ヘクタール以上４ヘクタール未満 ５ 
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第９条の許可をしてはならない。 

⑴ 申請者が次のアからケまでのいずれにも該当しな

いこと。 

ア 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、

第３０条又は第３２条の規定により命令を受け、

必要な措置を完了していない者 

イ 第３１条第１項の規定により許可を取り消さ

れ、その取消しの日から3年を経過しない者（当該

許可を取り消された者が法人である場合において

は、当該取消しの処分に係る松戸市行政手続条例

（平成８年松戸市条例第１６号）第１５条の規定

による通知があった日前60日以内に当該法人の役

員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同

等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。キにおいて同じ。）であった者で当該取消し

の日から3年を経過しないものを含む。）。ただ

し、申請者が第３１条第１項第３号又は第９号に

該当することにより当該許可を取り消された者で

ある場合は、この限りでない。 

ウ 第３１条第１項の規定により特定事業の停止を

命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

エ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為を

するおそれがあると認めるに足りる相当の理由が

ある者 

オ 松戸市暴力団排除条例（平成２４年松戸市条例

第２号）第２条第３号に規定する暴力団員等（ケ

において「暴力団員等」という。） 

カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない

未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人で

ある場合においては、その役員を含む。）がアか

らオまでのいずれかに該当するもの 

キ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうち

に、アからオまでのいずれかに該当する者のある

もの 

ク 個人で規則で定める使用人のうちアからオまで

⑵ 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前

号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染

の状況を的確に把握することができると認められる

場所において行うこと。 

⑶ 地質検査は、前号の規定により採取された試料に

ついて、別表第１に掲げる項目ごとに、同表に掲げ

る方法により行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条例第１５条第１項第１号キ及びクの規則で定める使

用人） 

第１０条 条例第１５条第１項第１号キ及びクの規則で

定める使用人は、申請者が運営する本店、支店その他継

４ヘクタール以上５ヘクタール未満 ６ 

５ヘクタール以上６ヘクタール未満 ７ 

６ヘクタール以上７ヘクタール未満 ８ 

７ヘクタール以上８ヘクタール未満 ９ 

８ヘクタール以上９ヘクタール未満 １０ 

９ヘクタール以上１０ヘクタール未満 １１ 

１０ヘクタール以上 １２ 
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のいずれかに該当する者のあるもの 

ケ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

⑵ 第１２条第１項に規定する同意及び同条第２項に

規定する承諾を得ていること。 

⑶ 特定事業が3年以内に完了するものであること。 

⑷ 現場事務所を設置すること。 

⑸ 特定事業に係る現場責任者を置くこと。 

⑹ 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等

であること。 

⑺ 特定事業が完了した場合において、当該特定事業

に使用された土砂等の堆積の構造が、特定事業区域

以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出に

よる災害の発生のおそれがないものとして規則で定

める構造上の基準に適合するものであること。 

⑻ 第１３条第１項第１０号に規定する搬入計画にお

ける特定事業に使用される土砂等の発生場所が特定

されていること。 

⑼ 第１３条第１項第１０号に規定する搬入計画にお

いて、許可を受けた日から6月以内に土砂等の埋立て

等に着手する計画となっていること。 

⑽ 特定事業が施工されている間において、特定事業

区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必

要な措置が図られていること。 

⑾ 特定事業が施工されている間において、特定事業

区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置が図られていること。 

２ 市長は、第９条の許可の申請が第１３条第２項の規

定によるものである場合にあっては、当該申請が前項

第１号、第２号、第４号及び第５号並びに次の各号に

適合していると認めるときでなければ、第９条の許可

をしてはならない。 

⑴ 一時堆積特定事業が5年以内に完了するものである

こと。 

⑵ 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等

であること。ただし、当該表土と特定事業に使用さ

れる土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されてい

ると認められる場合にあっては、この限りでない。 

続的に業務を行うことができる施設を有する場所で特定

事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

（申請者が商人以外の者である場合は、主たる事務所又

は従たる事務所）を代表する者とする。 

 

 

 

 

 

（構造上の基準） 

第１１条 条例第１５条第１項第７号の規則で定める構

造上の基準は、別表第２に定めるとおりとする。 
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⑶ 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外

の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛

散又は流出による災害の発生のおそれがないものと

して規則で定める構造上の基準に適合するものであ

ること。 

⑷ 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査

を行うための施設が設置されていること。 

⑸ 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂

等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必

要な措置が図られていること。 

３ 第９条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を

要する行為に係るものであって、当該行為について、

当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による

災害の発生を防止するために必要な措置が図られてい

るものとして規則で定めるものについては、第1項第７

号及び第１１号並びに前項第３号の規定は適用しな

い。 

 

（変更の許可等） 

第１６条 第９条の許可を受けた者は、第１３条第１項

各号又は第２項各号に掲げる事項の変更（規則で定め

る軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あら

かじめ、市長の許可を受けなければならない。この場

合においては、第１１条及び第１２条の規定を準用す

る。 

２ 第９条の許可を受けた者が第７条第２項若しくは第

３項、第８条第２項、第３０条又は第３２条の規定に

よる命令に従って、当該許可に係る第１３条第１項各

号又は第２項各号に掲げる事項を変更しようとする場

合は、前項の規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第１５条第２項第３号の規則で定める構造上の

基準は、別表第３に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（構造上の基準に係る適用除外） 

第１２条 条例第１５条第３項の規則で定めるものは、

別表第４に掲げる行為とする。 

（許可等の決定） 

第１３条 市長は、条例第１３条の規定による許可の申

請があった場合においては、許可又は不許可の決定を

したときは、特定事業許可（不許可）決定通知書（第

１９号様式）により当該許可を申請した者に通知する

ものとする。 

（変更の許可の申請等） 

第１４条 条例第１６条第１項の規則で定める軽微な変

更は、次に掲げるものとする。 

⑴ 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに

法人にあってはその代表者の氏名の変更 

⑵ 法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あってはその代表者の氏名の変更 

⑶ 条例第９条の許可を受けた者に係る次に掲げる者

の変更 

ア 役員（法定代理人が法人である場合におけるそ

の役員を含む。） 

イ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する

株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する

出資をしている者 

ウ 第１０条に規定する使用人 

⑷ 特定事業区域を除く特定事業場の位置又は面積の

変更（条例第１２条第１項の同意を得るべき者及び

同条第２項の承諾を得るべき周辺の住民が新たに増

えない場合（一時堆積特定事業にあっては、特定事

業場の土地の所有者が新たに増えない場合を含
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３ 第１項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添

付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

⑵ 変更の内容及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む。）に限る。） 

⑸ 現場責任者の氏名又は職名の変更 

⑹ 現場事務所の位置の変更 

⑺ 特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土

砂等の量を減少させるものに限る。） 

⑻ 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更 

⑼ 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設

の位置の変更 

⑽ 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流

出による災害の発生を防止するために必要な措置と

して、特定事業区域の区域内に設けた排水施設又は

特定事業区域の区域外に設けた柵の構造の変更（排

水施設又は柵の機能を高めるものに限る。） 

２ 条例第１６条第３項に規定する申請書は、特定事業

変更許可申請書（第２０号様式）とする。 

３ 条例第１６条第３項の規則で定める書類及び図面

は、特定事業に係るものにあっては第１号から第７号

まで及び第９号から第１５号まで、一時堆積特定事業

に係るものにあっては第１号から第６号まで、第８

号、第９号及び第１１号から第１５号までに掲げるも

のとする。 

⑴ 住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、

法人の登記事項証明書） 

⑵ 申請者が条例第１５条第１項第１号アからケまで

に該当しない者であることの誓約書 

⑶ 申請者が法人の場合にあっては、その役員の住民

票の写し 

⑷ 申請者が法人である場合において、発行済株式総

数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者が

あるときにあっては、これらの者の住民票の写し 

⑸ 申請者に第１０条に規定する使用人がある場合

は、当該使用人の住民票の写し 

⑹ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である

場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住

民票の写し） 

⑺ 第９条第２項第８号から第２６号までに掲げる書
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⑶ 前２号に定めるもののほか、規則で定める事項 

４ 第１項の許可を受けようとする者は、第９条の許可

に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当

該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算し

て1年を超えて申請することができない。ただし、第１

項の許可の申請が一時堆積特定事業に係るものである

とき又は同項の許可の申請に係る特定事業が法令等に

基づく許認可等を要する行為等に係るものである場合

において市長が必要があると認めるときは、この限り

でない。 

５ 第１項の許可を受けようとする者は、第９条の許可

に係る特定事業区域の面積を変更する場合にあって

は、新たに特定事業区域となる区域の面積について、

当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えて

申請することができない。ただし、第１項の許可の申

請に係る特定事業が法令等に基づく許認可等を要する

類及び図面のうち変更に係るもの 

⑻ 第９条第５項第２号から第５号までに掲げる書類

及び図面のうち変更に係るもの 

⑼ 条例第１６条第１項において準用する条例第１１

条第１項の規定による説明会の結果を記載した住民

説明会報告書 

⑽ 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び

特定事業区域外土地使用同意書 

⑾ 近傍土地所有者承諾書 

⑿ 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 

⒀ 町会・自治会承諾書 

⒁ 条例第１６条第１項において準用する条例第１２

条第５項の規定による協定を締結した場合は、当該

協定書の写し 

⒂ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める

書類及び図面 

４ 前条の規定は、条例第１６条第１項の許可について

準用する。この場合において、前条中「条例第１３

条」とあるのは「条例第１６条第１項」と、「特定事

業許可（不許可）決定通知書（第１９号様式）」とあ

るのは「特定事業変更許可（不許可）決定通知書（第

２１号様式）」と読み替えるものとする。 

５ 条例第１６条第３項第３号の規則で定める事項は、

第９条第３項第２号から第５号までに定めるものとす

る。 
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行為等に係るものである場合において市長が必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

６ 第１項の許可を受けようとする者は、第７条第２項

若しくは第３項、第８条第２項、第３０条又は第３２

条の規定により命令を受けた者である場合であって、

必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請

をすることができない。 

７ 第１項の許可の基準については、前条の規定を準用

する。 

８ 第９条の許可を受けた者は、第１項の規則で定める

軽微な変更をしたときは、変更した日から起算して10

日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、第１２

条第１項（第１項及び第２７条第１項において準用す

る場合を含む。）の同意をした土地所有者に通知しな

ければならない。 

（許可の条件） 

第１７条 第９条の許可（前条第１項及び第２７条第１

項の許可を含む。以下この章において同じ。）には、

条件を付することができる。この場合において、その

条件は、当該第９条の許可を受けた者に不当な義務を

課するものであってはならない。 

（特定事業の着手の届出） 

第１８条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から

起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（土砂等の搬入の届出） 

第１９条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、あ

らかじめ、当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等

が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等で

あることを証するために必要な書面で規則で定めるも

の及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証

するために必要な書面で規則で定めるものを添付して

市長に届け出なければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安

全基準に適合していることを証するために必要な書面

で規則で定めるものの添付は、これを省略することが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 条例第１６条第８項の規定による市長への届出は特

定事業軽微変更届（第２２号様式）を、同項の規定に

よる土地の所有者への通知は特定事業軽微変更通知書

（第２３号様式）を提出して行わなければならない。

ただし、第１項第３号に掲げる者に係る市長が定める

特に軽微な事項の変更については、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

（特定事業の着手の届出） 

第１５条 条例第１８条の規定による届出は、特定事業

着手届（第２４号様式）を提出して行わなければなら

ない。 

 

（土砂等の搬入の届出） 

第１６条 条例第１９条の規定による届出は、土砂等の

量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届（第

２５号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 条例第１９条の当該発生場所から発生し、又は採取

された土砂等であることを証するために必要な書面で

規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者

が発行した土砂等発生元証明書（第２６号様式）とす

る。 

３ 条例第１９条の当該土砂等が安全基準に適合してい

ることを証するために必要な書面で規則で定めるもの

は、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書
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できる。 

⑴ 当該土砂等が、公共事業により発生し、又は採取

された土砂等である場合であって、安全基準に適合

していることについて事前に市長の承認を受けたも

のであるとき。 

⑵ 当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされ

た土砂等の採取場から採取された土砂等である場合

であって、当該採取場から採取された土砂等である

ことを証するために必要な書面で規則で定めるもの

が添付されたとき。 

⑶ 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土

砂等の堆積（次条において「一時的堆積」とい

う。）を行う場所（当該場所において土砂等の発生

場所が明確に区分されているものに限る。）から発

生し、又は採取された土砂等である場合であって、

当該発生場所から採取されたことを証するために必

要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合し

ていることを証するために必要な書面で規則で定め

るものが添付されたとき。 

⑷ その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれ

がないと市長が認めた場合 

（土砂等管理台帳の作成等） 

第２０条 第９条の許可（当該許可が一時堆積特定事業

に係るものである場合を除く。）を受けた者は、当該

許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発

生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂

等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならな

い。 

⑴ 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等

の発生場所からの運搬手段 

⑵ 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等

がその過程において一時的堆積が行われたものであ

る場合は、当該一時的堆積が行われた場所（当該場

所において土砂等の発生場所が明確に区分されてい

るものに限る。） 

⑶ 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等

の1日当たりの量 

⑷ 前３号に定めるもののほか、規則で定める事項 

及び地質分析（濃度）結果証明書とする。 

４ 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析（濃

度）結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地

質分析は、それぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、同

表に掲げる測定方法により行わなければならない。 

５ 条例第１９条第２号の当該採取場から採取された土

砂等であることを証するために必要な書面で規則で定

めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書（第２７号様

式）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土砂等管理台帳） 

第１７条 条例第２０条第１項に規定する土砂等管理台

帳は、土砂等管理台帳（第２８号様式）によるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第２０条第１項第４号の規則で定める事項は、
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２ 第９条の許可（当該許可が一時堆積特定事業に係る

ものである場合に限る。）を受けた者は、当該許可に

係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所

ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理

台帳を当該土砂等を搬入し、又は搬出する日の属する

月の末日までに作成し、当該許可を受けた日から1年ご

とに閉鎖しなければならない。 

⑴ 前項第１号から第３号までに掲げる事項 

⑵ 当該許可に係る特定事業区域から搬出された土砂

等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳 

⑶ 前２号に定めるもののほか、規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げるものとする。 

⑴ 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称 

⑵ 特定事業の許可の番号 

⑶ 特定事業区域の位置及び面積 

⑷ 特定事業の許可又は届出の期間 

⑸ 特定事業に使用される土砂等の量 

⑹ 現場責任者の氏名及び職名及び連絡先 

⑺ 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当

該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所 

⑻ 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係

る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名 

⑼ 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者

との間の契約における土砂等の搬入量及び搬入期間

並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の

氏名又は名称 

３ 条例第２０条第２項に規定する土砂等管理台帳は、

土砂等管理台帳（一時堆積特定事業用）（第２９号様

式）によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 条例第２０条第２項第３号の規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

⑴ 第２項各号（第５号を除く。）に掲げる事項 

⑵ 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量 

５ 条例第２０条第１項及び第２項に規定する土砂等管

理台帳は、毎月の末日までに、当該月中における同条

第１項各号又は同条第２項各号に規定する事項につい

て、記載を終了していなければならない。 

６ 条例第２０条第１項及び第２項に規定する土砂等管

理台帳は、毎年3月末日をもって閉鎖しなければならな

い。 

７ 条例第３３条第４項に規定する土砂等管理台帳につ

いて、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録
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３ 第９条の許可を受けた者は、規則で定めるところに

より、定期的に、前２項の規定により作成する土砂等

管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業

に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれ

かにより行わなければならない。 

⑴ 作成された電磁的記録を事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シ

ー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物

（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製

するファイルにより保存する方法 

⑵ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準

ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより保存する方法 

８ 事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保

存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された

事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及

び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に

表示及び書面を作成できなければならない。 

（土砂等の量等の報告） 

第１８条 条例第２０条第３項の規定による報告は、当

該特定事業に着手した日から4月ごとに当該4月を経過

した日から1週間以内（特定事業の中止をしようとする

とき（当該中止をしようとする期間が2月以上であると

きに限る。次項において同じ。）は、当該中止をしよ

うとする期間の開始の日から1週間以内に、特定事業を

廃止し、完了し、又は終了したときは、条例第２４条

第３項、条例第２５条第３項又は条例第２６条第３項

の規定による届出の時）に、特定事業状況報告書（第

３０号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあって

は、条例第２０条第３項の規定による報告は、前項の

規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3月ごと

に当該3月を経過した日から1週間以内（特定事業の中

止をしようとするときは、当該中止をしようとする期

間の開始の日から1週間以内、特定事業を廃止し、完了

し、又は終了したときは、条例第２４条第３項、条例

第２５条第３項又は条例第２６条第３項の規定による

届出の時）に、特定事業（一時堆積特定事業）状況報
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（地質検査等の報告） 

第２１条 第９条の許可を受けた者は、規則で定めると

ころにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域

の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域（当

該許可に係る特定事業が一時堆積特定事業である場合

にあっては、当該一時堆積特定事業の特定事業場の区

域）以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果

を市長に報告しなければならない。 

２ 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事

業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等がある

ことを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告

しなければならない。 

（関係書類等の縦覧） 

第２２条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

現場事務所又は市長が指定する場所において、当該許

可に係る特定事業が施工されている間、当該特定事業

に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び

図面の写し並びに第２０条に規定する土砂等管理台帳

を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を

有する者の縦覧に供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告書（第３１号様式）を提出して行わなければならな

い。 

（地質検査） 

第１９条 条例第２１条第１項の規定による地質検査

は、特定事業に着手した日から4月ごと（条例第２４条

第３項の規定による廃止の届出、条例第２５条第３項

の規定による完了の届出又は条例第２６条第３項の規

定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が

指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの

上、次に掲げる方法により行わなければならない。 

⑴ 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以

内の区域に等分して行うこと。 

⑵ 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前

号の規定により区分された区域の中央地点及び当該

中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地

点から5メートルから10メートルまでの4地点（当該

地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角

に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界と

の中間の4地点）の土壌について行うこと。 

⑶ 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの

採取地点において等量とし、採取後、第１号の規定

により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区

域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した

場合にあっては、市長が定めるところにより、第１

号の規定により区分された複数の区域から採取され

た土砂等を混合し、1試料とすることができる。 

⑷ 地質調査は、前号の規定により作成された試料に

ついて、それぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、同表

に掲げる測定方法により行うこと。 

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあって

は、条例第２１条第１項の規定による地質検査は、前

項の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3月

ごと（条例第２４条第３項の規定による廃止の届出、

条例第２５条第３項の規定による完了の届出（表土と

特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である

場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。）又は

条例第２６条第３項の規定による終了の届出を行った

場合にあっては、市長が指定する期日）に、市長の指
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定する職員の立会いの上、前項各号に掲げる方法によ

り行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届

出届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態

で堆積されている場合にあっては、地質検査は省略す

ることができる。 

（水質検査） 

第２０条 条例第２１条第１項の規定による水質検査

は、特定事業に着手した日から4月ごと（条例第２４

条第１項の規定による中止の届出、同条第３項の規定

による廃止の届出、条例第２５条第３項の規定による

完了の届出又は条例第２６条第３項の規定による終了

の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期

日）に、市長の指定する職員の立会いの上、試料を採

取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣

が定める排出基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁

告示第６４号）に定める測定方法により行わなければ

ならない。 

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあって

は、条例第２１条第１項の規定による水質検査は、前

項の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3

月ごと（条例第２４条第３項の規定による廃止の届

出、条例第２５条第３項の規定による完了の届出又は

条例第２６条第３項の規定による終了の届出を行った

場合にあっては、市長が指定する期日）に、市長が指

定する職員の立会いの上、試料を採取し、排水基準を

定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排出基準

に係る検定方法に定める測定方法により行わなければ

ならない。 

（地質検査等の報告） 

第２１条 条例第２１条第１項の規定による報告は、特

定事業に着手した日から4月ごとに当該4月を経過した

日から1週間以内（条例第２４条第３項の規定による

廃止の届出、条例第２５条第３項の規定による完了の

届出又は条例第２６条第３項の規定による終了の届出

を行った場合にあっては、市長が別に指定する日ま

で）に、特定事業地質等検査報告書（第３２号様式）

に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければな

らない。 
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（標識の設置等） 

第２３条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る

特定事業が施工されている間、氏名又は名称、現場責

任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載し

た標識を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第９条の許可を受けた者は、前項に規定する期間、

当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外

の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わ

⑴ 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の

位置図及び現場写真 

⑵ 第１９条の規定により採取した試料ごとの検査試

料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書 

⑶ 前条の規定により採取した試料の検査試料採取調

書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明書（第３

３号様式。環境計量士の発行したものに限る。） 

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあって

は、条例第２１条第１項の規定による報告は、前項の

規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3月ごと

に当該3月を経過した日から1週間以内（条例第２４条

第３項の規定による廃止の届出、条例第２５条第３項

の規定による完了の届出又は条例第２６条第３項の規

定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が

指定する日まで）に、特定事業地質等検査報告書に前

項各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければ

ならない。 

（標識） 

第２２条 条例第２３条第１項に規定する標識の様式

は、土砂等の埋立て等に関する標識（第３４号様式）

とする。 

２ 条例第２３条第１項に規定する標識の記載事項は、

次に掲げる事項とする。 

⑴ 特定事業の許可年月日及びその番号 

⑵ 特定事業の目的 

⑶ 特定事業区域の所在地 

⑷ 特定事業を行う者の住所又は所在地、氏名又は名

称及び連絡先 

⑸ 特定事業の許可の期間 

⑹ 特定事業場及び特定事業区域の面積 

⑺ 埋立て等に使用される土砂等の搬入予定量（一時

堆積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び

搬出の予定量） 

⑻ 現場責任者の氏名、職名及び連絡先 

⑼ 特定事業場及び特定事業区域の見取図 

３ 条例第２３条第２項に規定する表示は、旗、杭等の

設置によるものとする。 
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なければならない。 

（特定事業の廃止等） 

第２４条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業の廃止をし、又は中止をしようとするとき

は、あらかじめ、当該特定事業による土壌の汚染及び

当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流

出による災害の発生を防止するために必要な措置に係

る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとと

もに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当

該特定事業の廃止をし、又は中止をしなければならな

い。ただし、当該特定事業の中止をしようとする場合

であって、当該中止をしようとする期間が2月未満であ

るときは、届け出ることを要しない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該届出の内容が当該特定事業の廃止又は中

止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要

に応じて現地調査を行うものとする。 

 

 

 

 

 

３ 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事

業の廃止をしたときは、廃止した日から起算して10日

以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届出があったときは、第９条の許

可は、その効力を失う。 

５ 市長は、第３項の規定による届出があったときは、

速やかに、当該特定事業について、第１項の措置が講

じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該

届出をした者に通知しなければならない。 

６ 前項の規定により、特定事業による土壌の汚染又は

特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流

出による災害の発生を防止するために必要な措置が講

じられていない旨の通知を受けた者は、第３項の規定

による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩

落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために

必要な措置を講じなければならない。 

 

（特定事業の廃止等に係る届出） 

第２３条 条例第２４条第１項の規定による届出は、特

定事業廃止（中止）事前届（第３５号様式）を提出し

て行わなければならない。 

２ 条例第２４条第１項の規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。 

⑴ 特定事業の許可年月日及びその番号 

⑵ 特定事業区域の位置 

⑶ 特定事業の許可の期間 

⑷ 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止を

しようとする期間 

⑸ 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業

区域の構造 

⑹ 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業

区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置 

⑺ 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時堆

積特定事業である場合にあっては、一時堆積特定事

業の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面

積 

３ 条例第２４条第３項の規定による届出は、特定事業

廃止届（第３６号様式）を提出して行わなければなら

ない。 

 

 

４ 条例第２４条第５項に規定する届出をした者に通知

する通知書は、特定事業廃止検査結果通知書（第３７

号様式）とする。 
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（特定事業の完了等） 

第２５条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が

完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に

届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該届出の内容が当該特定事業の完了に支障

がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて

現地調査を行うものとする。 

 

 

３ 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事

業を完了したときは、完了した日から起算して10日以

内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染が

ないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第９

条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行

い、その結果を当該届出をした者に通知しなければな

らない。 

５ 前項の規定により、特定事業による土壌の汚染又は

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止

するために必要な措置が講じられていない旨の通知を

受けた者は、第３項の規定による届出に係る特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害

の発生を防止するために必要な措置を講じなければな

らない。 

（特定事業の終了等） 

第２６条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完

了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、

当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使

用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発

生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則

で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に

基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間

が満了する日までに当該特定事業を終了しなければな

らない。 

（特定事業の完了に係る届出） 

第２４条 条例第２５条第１項の規定による届出は、特

定事業完了事前届（第３８号様式）を提出して行わな

ければならない。 

２ 条例第２５条第１項の規則で定める事項は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 特定事業の許可年月日及びその番号 

⑵ 特定事業区域の位置 

⑶ 特定事業の許可の期間 

⑷ 特定事業の完了の予定年月日 

⑸ 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造 

３ 条例第２５条第３項の規定による届出は、特定事業

完了届（第３９号様式）を提出して行わなければなら

ない。 

４ 条例第２５条第４項に規定する届出をした者に通知

する通知書は、特定事業完了検査結果通知書（第４０

号様式）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定事業の終了に係る届出） 

第２５条 条例第２６条第１項の規定による届出は、特

定事業終了事前届（第４１号様式）を提出して行わな

ければならない。 

２ 条例第２６条第１項の規則で定める事項は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 特定事業の許可年月日及びその番号 

⑵ 特定事業区域の位置 

⑶ 特定事業の許可の期間 

⑷ 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造 
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２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該届出の内容が当該特定事業の終了に支障

がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行

うものとする。 

３ 第９条の許可を受けた者は、第１項の規定により当

該許可に係る特定事業を終了したときは、終了した日

から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該特定事業について、第１項の措置が講じ

られているかどうかの確認を行い、その結果を当該届

出をした者に通知しなければならない。 

５ 前項の規定により、特定事業による土壌の汚染又は

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止

するために必要な措置が講じられていない旨の通知を

受けた者は、第３項の規定による届出に係る特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害

の発生を防止するために必要な措置を講じなければな

らない。 

（譲受け） 

第２７条 第９条の許可を受けた者から当該許可に係る

特定事業の全部を譲り受けようとする者は、あらかじ

め、市長の許可を受けなければならない。この場合に

おいては、第１２条（周辺の住民及び町会又は自治会

の承諾を除く。）の規定を準用する。 

 

 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

⑵ 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名 

⑶ 申請者が第１５条第１項第１号カに規定する未成

年者である場合には、その法定代理人の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 

 

 

 

 

３ 条例第２６条第３項の規定による届出は、特定事業

終了届（第４２号様式）を提出して行わなければなら

ない。 

 

４ 条例第２６条第４項に規定する届出をした者に通知

する通知書は、特定事業終了検査結果通知書（第４３

号様式）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（譲受けの許可の申請） 

第２６条 条例第２７条第２項に規定する申請書は、特

定事業譲受け許可申請書（第４４号様式）とする。 

２ 条例第２７条第２項の規則で定める書類は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、

法人の登記事項証明書） 

⑵ 申請者が条例第２７条第４項において準用する条

例第１５条第１項第１号アからケまでに該当しない

者であることの誓約書 

⑶ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の

住民票の写し 

⑷ 申請者が法人である場合において、発行済株式総

数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額
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⑷ 前３号に定めるもののほか、規則で定める事項 

３ 第１項の許可を受けようとする者は、第７条第２項

若しくは第３項、第８条第２項、第３０条又は第３２

条の規定により命令を受けた者である場合であって、

必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請

をすることができない。 

４ 第１項の許可の基準については、第１５条の規定

（第１項第１号及び第２号に係る部分に限る。）を準

用する。 

５ 第１項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、

当該特定事業に係る第９条の許可を受けた者のこの条

例の規定による地位を承継する。 

（相続等） 

第２８条 第９条の許可を受けた者について相続、合併

又は分割（当該許可に係る特定事業の全部を承継させ

るものに限る。）があったときは、相続人（相続人が2

人以上ある場合において、その全員の同意により承継

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者が

あるときにあっては、これらの者の住民票の写し 

⑸ 申請者に第１０条に規定する使用人がある場合に

あっては、その者の住民票の写し 

⑹ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合

にあっては、法人の登記事項証明書及び役員の住民

票の写し） 

⑺ 現場責任者であることを証する書面 

⑻ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

⑼ 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び

特定事業区域外土地使用同意書（特定事業区域外土

地使用同意書にあっては、譲り受ける特定事業が一

時堆積特定事業である場合を除く。） 

⑽ 近傍土地所有者承諾書 

⑾ 条例第２７条第１項において準用する条例第１２

条第５項の規定による協定を締結した場合は、当該

協定書の写し 

⑿ その他市長が必要と認める書類 

 

 

３ 条例第２７条第２項第４号の規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

⑴ 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びそ

の番号 

⑵ 譲り受けようとする特定事業の許可の期間 

⑶ 特定事業区域の位置 

⑷ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の

氏名 

⑸ 申請者が法人である場合において、発行済株式総

数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者が

あるときにあっては、これらの者の氏名 

⑹ 申請者に第１０条に規定する使用人がある場合に

あっては、その者の氏名 

⑺ 申請者が未成年者である場合でその法定代理人が

法人であるときにあっては、その役員の氏名 

⑻ 現場責任者の氏名及び職名 
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すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存

続する法人若しくは合併により設立された法人又は分

割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法

人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地

位を承継する。 

 

 

 

２ 前項の規定により第９条の許可を受けた者の地位を

承継した者は、承継した日から起算して10日以内に、

その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届

け出るとともに、第１２条第１項（第１６条第１項及

び前条第１項において準用する場合を含む。）の同意

をした土地所有者に通知しなければならない。 

（名義貸しの禁止） 

第２９条 第９条の許可を受けた者は、自己の名義をも

って、第三者に当該許可に係る特定事業を行わせては

ならない。 

 

 

 

（措置命令） 

第３０条 市長は、特定事業区域の土壌が汚染され、又

は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該

特定事業を行った者に対し、当該区域について現状を

保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずるこ

とができる。 

２ 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散

又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要

があると認めるときは、当該特定事業を行う第９条の

許可を受けた者（第１６条第１項の規定により許可を

受けなければならない事項を同項の許可を受けないで

変更した許可特定事業者を除く。）に対し、当該特定

事業を直ちに停止し、又は期限を定めて当該特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による

災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきこ

とを命ずることができる。 

３ 市長は、第９条又は第１６条第１項の規定に違反し

⑼ 譲受けの理由 

（譲受け許可等の決定） 

第２７条 市長は、条例第２７条第１項の許可の申請が

あった場合においては、許可又は不許可の決定をした

ときは、特定事業譲受け許可（不許可）決定通知書

（第４５号様式）により当該許可を申請した者に通知

するものとする。 

（相続等の届出） 

第２８条 条例第２８条第２項の規定による市長への届

出は特定事業相続等届（第４６号様式）を、同項の規

定による土地の所有者への通知は特定事業相続等通知

書（第４７号様式）を提出して行わなければならな

い。 

２ 前項の特定事業相続等届には、次に掲げる書類を添

付するものとする。 

⑴ 届出者に係る住民票の写し（届出者が法人の場合

にあっては、法人の登記事項証明書） 

⑵ 事業者が未成年者である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合

にあっては、法人の登記事項証明書） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（措置命令） 

第２９条 条例第３０条及び第３２条に規定する措置命

令は、措置命令書（第４８号様式）により行うものとす

る。 
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て特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特

定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去

し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害

の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。 

（許可の取消し等） 

第３１条 市長は、第９条の許可を受けた者が次の各号

のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、

又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の

停止を命ずることができる。 

⑴ 第７条第２項若しくは第３項又は第８条第２項の

規定による命令に違反したとき。 

⑵ 不正の手段により第９条、第１６条第１項又は第

２７条第１項の許可を受けたとき。 

⑶ 第９条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1

年以上行っていないとき。 

⑷ 第１５条第１項第１号オ若しくはケに該当するに

至ったとき、又は第９条の許可を受けた当時既に第

１５条第１項第１号オ若しくはケに該当していたこ

とが判明したとき。 

⑸ 第１５条第１項第１号カからクまで（同号オに係

るものに限る。）のいずれかに該当するに至ったと

き、又は第９条の許可を受けた当時既に第１５条第

１項第１号カからクまで（同号オに係るものに限

る。）のいずれかに該当していたことが判明したと

き。 

⑹ 第１６条第１項の規定により許可を受けなければ

ならない事項を同項の許可を受けないで変更したと

き。 

⑺ 第１７条の条件に違反したとき。 

⑻ 第１９条から第２３条までの規定に違反したと

き。 

⑼ 第２８条第１項の規定により第９条の許可を受け

た者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、

第１５条第１項第１号アからケまでのいずれかに該

当するとき。 

⑽ 第２９条の規定に違反して第三者に特定事業を行

わせたとき。 

 

 

 

 

 

（許可の取消し等） 

第３０条 条例第３１条第１項の規定による許可の取消

しは特定事業許可取消通知書（第４９号様式）により、

停止命令は停止命令書（第５０号様式）により行うもの

とする。 
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⑾ 前条第１項、第２項又は第３項の規定による命令

に違反したとき。 

２ 前項の規定により第９条の許可の取消しを受けた者

（当該取消しに係る特定事業について前条第１項、第

２項又は第３項の規定による命令を受けた者を除

く。）は、当該取消しに係る特定事業による土壌の汚

染又は特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は

流出による災害の発生を防止するために必要な措置を

講じなければならない。 

（廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する

措置命令） 

第３２条 市長は、第２４条第６項、第２５条第５項、

第２６条第５項又は前条第２項の規定に違反した者に

対し、期限を定めて、その特定事業に使用された土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止する

ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る。 

２ 市長は、第２４条第６項、第２５条第５項、第２６

条第５項又は前条第２項の規定に違反した者が行った

特定事業により、その特定事業区域の土壌が汚染さ

れ、又は汚染のおそれがあると認めるときは、当該特

定事業者に対し、当該特定事業区域の現状を保全する

ために必要な措置を直ちに講ずべきことを命ずること

ができる。 

（関係書類等の保存） 

第３３条 第９条の許可を受けた者は、当該特定事業に

ついて第２４条第３項の規定による廃止の届出、第２

５条第３項の規定による完了の届出若しくは第２６条

第３項の規定による終了の届出をした日又は第３１条

第１項による第９条の許可の取消しの通知を受けた日

から3年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により

市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければ

ならない。 

２ 前項の書類及び図面の写しについては、これらに記

載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものとして規則で定めるも
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のをいう。第４項において同じ。）の保存をもって、

当該書類及び図面の写しの保存に代えることができ

る。この場合における前項及び第４３条第３号の規定

の適用については、当該電磁的記録は、当該書類及び

図面の写しとみなす。 

３ 第９条の許可を受けた者は、第２０条に規定する土

砂等管理台帳を同条第１項又は第２項の規定による閉

鎖後3年間保存しなければならない。 

４ 前項の土砂等管理台帳については、これに記載すべ

き事項を記録した電磁的記録の保存をもって、当該土

砂等管理台帳の保存に代えることができる。この場合

における前項及び第４２条第４号の規定の適用につい

ては、当該電磁的記録は、当該土砂等管理台帳とみな

す。 

 

第５章 特定事業に係る土地所有者の義務 

 

第３４条 土地所有者は、第１２条第１項（第１６条第

１項及び第２７条第１項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）の同意をしようとす

るときは、当該同意に係る特定事業が一時堆積特定事

業以外の特定事業である場合にあっては当該特定事業

が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第１３条第

１項第１号から第１２号までに掲げる事項を、当該特

定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては同条

第２項第１号から第６号までに掲げる事項を確認しな

ければならない。 

２ 第１２条第１項の同意をした土地所有者は、当該同

意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩

落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、

当該特定事業が行われている間、規則で定めるところ

により、定期的に当該特定事業の施工の状況を把握し

なければならない。 

３ 第１２条第１項の同意をした土地所有者は、当該同

意に係る特定事業により土壌の汚染若しくは土砂等の

崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこ

れらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当

該特定事業を行う者に対し当該特定事業の中止を求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土地所有者による特定事業の施工状況の把握） 

第３１条 条例第３４条第２項の規定による特定事業の

施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業におい

て、毎月1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確

認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定

事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若

しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれ

らのおそれがないかどうかを自ら確認することにより

行わなければならない。ただし、当該特定事業場にお

いて、自ら確認することが困難な事情がある場合は、

他の者に確認させることにより行うことができる。 
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め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるととも

に、その旨を関係機関に通報しなければならない。 

第６章 雑則 

（報告の徴収） 

第３５条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、事業者に対し、期限を定めて、その業務に関し報

告をさせることができる。 

（立入検査） 

第３６条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、当該職員に、事業者の現場事務所、事業場その他

その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の

物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ

る。この場合において、土砂等の埋立て等に安全基準

に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると

きは、検査の用に供するために必要な限度において当

該土砂等を無償で採取させることができる。 

２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと

きは、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の

ために認められたものと解釈してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（公表） 

第３７条 市長は、土壌の汚染及び災害の発生を防止す

るため必要があると認めるときは、次に掲げる者の氏

名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人に

あっては、その代表者の氏名、違反等の事実その他規

則で定める事項を公表するものとする。 

⑴ 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第

３０条第１項、第２項若しくは第３項、第３１条第

１項又は第３２条の規定による命令に違反した者 

⑵ 第９条、第１６条第１項又は第２７条第１項の規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身分を示す証明書） 

第３２条 条例第３６条第２項に規定する証明書は、身

分証明書（第５１号様式）とする。 

（書類等の提出） 

第３３条 条例第１０条の規定による事前協議、条例第

１３条第１項及び第２項の規定による申請、条例第１

６条第３項の規定による変更許可申請、条例第２７条

第２項の規定による譲受け許可申請、条例第１６条第

８項、第１８条、第１９条、第２４条第１項及び第３

項、第２５条第１項及び第３項、第２６条第１項及び

第３項並びに第２８条第２項の規定による届出並びに

条例第２０条第３項及び第２１条の規定により提出す

る書類及び図面の提出部数は、正副各1部とする。 

（公表） 

第３４条 条例第３７条の規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。 

⑴ 土砂等の埋立て等を行った場所 

⑵ 土砂等の埋立て等を行った期間 

⑶ 土砂等の埋立て等を行った面積 

２ 条例第３７条の規定による公表は、公告その他適当

な方法により行うものとする 

（関係書類等の保存） 

第３５条 第１７条第３項及び第４項の規定は、条例第
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定に違反して特定事業を行った者 

⑶ 第１７条の規定により付された条件に違反して特

定事業を行った者 

⑷ 第２９条の規定に違反して第三者に特定事業を行

わせた者 

（許可等に関する意見聴取） 

第３８条 市長は、第９条、第１６条第１項又は第２７

条第１項の許可をしようとするときは、第１５条第１

項第１号オからケまでのいずれかに該当する事由（同

号カからクまでのいずれかに該当する事由にあって

は、同号オに係るものに限る。次項において同じ。）

の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くもの

とする。 

２ 市長は、第３１条第１項の規定により、第９条の許

可を取り消し、又は特定事業の停止を命じようとする

ときは、第１５条第１項第１号オからケまでのいずれ

かに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長

の意見を聴くことができる。 

（手数料） 

第３９条 第９条、第１６条第１項又は第２７条第１項

の許可を受けようとする者は、次の各号に定めるとこ

ろにより、申請を行う際に手数料を納めなければなら

ない。 

⑴ 第９条の許可に係る申請手数料 1件につき 

50,000円 

⑵ 第１６条第１項の許可に係る申請手数料 1件につ

き 30,000円 

⑶ 第２７条第１項の許可に係る申請手数料 1件につ

き 30,000円 

２ 前項の規定により徴収した手数料は、還付しない。 

（委任） 

第４０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

第７章 罰則 

（罰則） 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下

の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第

３３条第２項に規定する書類及び図面の写しの保存に

ついて準用する。この場合において、第１７条第３項

中「土砂等管理台帳」とあるのは「書類及び図面の写

し」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第３６条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
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３０条第１項、第２項若しくは第３項、第３１条第

１項又は第３２条第１項若しくは第２項の規定によ

る命令に違反した者 

⑵ 第９条、第１６条第１項又は第２７条第１項の規

定に違反して特定事業を行った者 

⑶ 第２９条の規定に違反して第三者に特定事業を行

わせた者 

第４２条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円

以下の罰金に処する。 

⑴ 第１９条の規定による届出をせず、又は虚偽の届

出をした者 

⑵ 第２０条第１項又は第２項の規定に違反して、土

砂等管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定

する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 

⑶ 第２０条第３項、第２１条第１項若しくは第２項

又は第３５条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

⑷ 第３３条第３項の規定に違反して、土砂等管理台

帳を保存しなかった者 

⑸ 第３６条第１項の規定による立入検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円

以下の罰金に処する。 

⑴ 第１６条第８項、第１８条、第２４条第３項、第

２５条第３項、第２６条第３項又は第２８条第２項

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

⑵ 第２３条第１項の規定に違反した者 

⑶ 第３３条第１項の規定に違反して、書類又は図面

の写しを保存しなかった者 

（両罰規定） 

第４４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

附 則 

（施行期日等） 
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１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に特定事業を行っている者

は、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条

例の規定にかかわらず、当該特定事業を行うことがで

きる。その者がその期間内に第９条の許可の申請をし

た場合において、許可又は不許可の処分があるまでの

間も、同様とする。 
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別表第 1 

項目 基準値 測定方法 

カドミウム 検液 1リットルにつき 0.003ミリグラム以下 土壌の汚染に係る環境基準

について（平成 3年環境庁告

示第 46号。以下「告示」とい

う。）別表に定める方法。この

場合において、同表中「土壌」

とあるのは、「土砂等」と読み

替えるものとする。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機 燐
り ん

 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 

六価クロム 検液 1リットルにつき 0.05ミリグラム以下 

砒 E

ひ

A素 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下、

かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用

目的が農用地(田に限る。)である場合にあっ

ては、試料 1キログラムにつき 15ミリグラム

未満 

総水銀 検液 1 リットルにつき 0.0005 ミリグラム以

下 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

銅 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が

農用地(田に限る。)である場合にあっては、

試料 1キログラムにつき 125ミリグラム未満 

ジクロロメタン 検液 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下 

四塩化炭素 検液 1リットルにつき 0.002ミリグラム以下 

クロロエチレン(別名塩化

ビニル又は塩化ビニルモノ

マー) 

検液 1リットルにつき 0.002ミリグラム以下 

1，2―ジクロロエタン 検液 1リットルにつき 0.004ミリグラム以下 

1，1―ジクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.1ミリグラム以下 

1，2―ジクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.04ミリグラム以下 

1，1，1―トリクロロエタン 検液 1リットルにつき 1ミリグラム以下 

1，1，2―トリクロロエタン 検液 1リットルにつき 0.006ミリグラム以下 

トリクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 

テトラクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 

1，3―ジクロロプロペン 検液 1リットルにつき 0.002ミリグラム以下 

チウラム 検液 1リットルにつき 0.006ミリグラム以下 

シマジン 検液 1リットルにつき 0.003ミリグラム以下 

チオベンカルブ 検液 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下 

ベンゼン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 

セレン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 
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ふっ素 検液 1リットルにつき 0.8ミリグラム以下 

ほう素 検液 1リットルにつき 1ミリグラム以下 

1，4―ジオキサン 検液 1リットルにつき 0.05ミリグラム以下 

水素イオン濃度 5.8 以上 8.6 以下であること。 地盤工学会基準 JGS0211-

2020「土懸濁液の pH 試験方

法」に定める方法 

備考 

１ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合

においてその結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

２ 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

３ 六価クロムの項目について、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第

１項に規定されたものをいう。以下「規格」という。）K0102の 65．2．6に定める方法により塩分の濃

度の高い試料を測定する場合は、規格 K0170－7の 7に定める操作を行うものとする。 

４ 1，2―ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125の 5．1、5．2又は 5．3．2により測定されたシス体

の濃度と規格 K0125の 5．1、5．2又は 5．3．1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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別表第 2 

⑴ 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないように

杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。 

⑵ 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前

の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段

切り等の措置が講じられていること。 

⑶ 埋立て等の高さ（特定事業により生じた法面（既存の法面がある場合は、当該既存の法面を含む。）

の最下部（擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上

端（既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設がある場合は、当該既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端））

と最上部の高低差をいう。以下同じ。）及び法面（擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあって

は、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除き、既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設若しくは法面が

ある場合は当該既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除き、当該既存の法面を含む。以下同じ。）

の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの

欄及び当該法面の勾配の欄に定めるものであること。 

土砂等の区分 埋立て等の高さ 法面の勾配 

砂、礫、砂質土、

礫質土、通常の

施工性が確保

される粘性土

及びこれらに

準ずるもの 

建設業に属する事業

を行う者の再生資源

の利用に関する判断

の基準となるべき事

項を定める省令(平

成３年建設省令第１

９号)別表第１に規

定する第 1 種建設発

生土、第 2 種建設発

生土及び第 3 種建設

発生土 

安定計算を行

った場合 

安全が確保さ

れる高さ 

安全が確保される勾配 

その他 10 メートル

以下 

垂直1メートルに対する水平距離

が 1.8 メートル(埋立て等の高さ

が 5 メートル以下の場合は、1.5

メートル)以上の勾配 

その他 10メートル以下 垂直1メートルに対する水平距離

が 1.8メートル以上の勾配 

5メートル以下 垂直1メートルに対する水平距離

が 1.5メートル以上の勾配 

その他 安定計算を行い、安全が確

保される高さ 

安定計算を行い、安全が確保され

る勾配 

⑷ 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 8 条か

ら第 12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該崖面崩壊防止施設の構造

が同令第 14条の規定にそれぞれ適合すること。 

⑸ 埋立て等の高さが 5 メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが 5 メートルごとに幅

が 1 メートル以上の段を設け、当該段及び法面には雨水等による法面の崩壊を防止するための排水

溝等の施設が設置されていること。 
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⑹ 特定事業の完了後の地盤に雨水その他の浸透水によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締

固め等の措置が講じられていること。 

⑺ 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が

講じられていること。 

⑻ 特定事業区域（法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等

の飛散防止のための措置が講じられていること。 

⑼ 既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設がある場合は、当該既存の擁壁又は崖面崩壊防止施設の安全が

確保されていること。 

 

別表第 3 

⑴ 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間には、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区

分に応じ、当該右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。 

0.3ヘクタール未満 2メートル以上 

0.3ヘクタール以上 0.5ヘクタール未満 4メートル以上 

0.5ヘクタール以上 1ヘクタール未満 6メートル以上 

1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 10メートル以上 

3ヘクタール以上 5ヘクタール未満 14メートル以上 

5ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 18メートル以上 

10ヘクタール以上 15ヘクタール未満 24メートル以上 

15ヘクタール以上 20ヘクタール未満 27メートル以上 

20ヘクタール以上 30メートル以上 

⑵ 土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の高さ（法面（擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場

合は、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設部分を除く。以下この表において同じ。）の最下部と最上部の

高低差をいう。）が、5メートル以下であること。 

⑶ 土砂等の堆積の法面の勾配は、垂直 1 メートルに対する水平距離が 1.8 メートル以上の勾配であ

ること。 

⑷ 土砂等が飛散するおそれのあるものについては、散水等必要な措置が講じられていること。 

⑸ 既存の法面又は擁壁又は崖面崩壊防止施設がある場合は、当該既存の法面又は擁壁又は崖面崩壊

防止施設の安全が確保されていること。 
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別表第 4 

⑴ 土地改良法に基づく土地改良事業 

⑵ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の 2 の規定による許可を要する開発行為並びに同法第

31条、第 34条第 2項及び第 44条において準用する第 34条第 2項の規定による保安林予定森林、保

安林及び保安施設地区における許可を要する行為 

⑶ 道路法第 24 条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、第 32

条第１項の規定による道路の占用の許可及び同法第 91条第 1項の規定による道路予定区域における

許可を要する行為 

⑷ 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第 76条第 1項の規定による施行地区内におけ

る許可を要する行為 

⑸ 都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 6 条第 1 項の規定による都市公園内における占用の許可

を要する行為 

⑹ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191号）第 12条第 1項及び第 30条第 1項の規

定による宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における許可を要する行為 

⑺ 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 24 条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する

行為並びに同法第 27 条第 1 項、第 55 条第 1 項、第 57 条第 1 項及び第 58 条の 4 第 1 項の規定によ

る河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行

為 

⑻ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項及び第 2 項の規定による許可を要する開発

行為 

⑼ 都市再開発法（昭和 44年法律第 38号）に基づく市街地再開発事業及び同法第 66条第 1項の規定

による施行地区内における許可を要する行為 

⑽ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57号）第 7条第 1項の規定に

よる急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為 

⑾ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第 15条の 2第 1項の規定による農用

地区域内における許可を要する開発行為 

⑿ 都市緑地法（昭和 48年法律第 72 号）第 14条第 1項の規定による特別緑地保全地区内における許

可を要する行為 

⒀ 生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第 8 条第 1 項の規定による生産緑地地区内における許可を

要する行為 

⒁ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号）

に基づく住宅街区整備事業並びに同法第７条第１項及び第 67条第 1項の規定による土地区画整理促

進区域内及び施行地区内における許可を要する行為 

⒂ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号）第 29条第 7項の

規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為 
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＜参考＞ 

Ⅷ 特定事業に使用される土砂等の区分（平成 3 年建設省令第 19 号別表第 1） 

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断基準となるべき事項を定

める省令(平成 3年建設省令第 19号）別表第 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1種建設発生土 

（砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。） 
工作物の埋め戻し材料

土木構造物の裏込材 

道路盛土材料 

宅地造成用材料 

第2種建設発生土 

（砂質土、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。） 
土木構造物の裏込材

道路盛土材料 

河川築堤材料 

宅地造成用材料 

第3種建設発生土 

（通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの

をいう。） 

土木構造物の裏込材

道路路体用盛土材料

河川築堤材料 

宅地造成用材料  

水面埋立て用材料 

第4種建設発生土 

（粘性土及びこれに準ずるもの（第3種建設発生土を除く。）を

いう。） 

水面埋立て用材料 
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Ⅸ 事前協議書作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※協議をした日付、担当者名を明記してください。 

  

№ 課 名 回 答 

1 

環境保全課 

R8.4.1 

○○氏と協議 

(1) 作業開始の7日前までに特定建設作業の届出を提出します。 

(2) 作業中は、騒音・振動及び粉じん等の発生に十分注意しま

す。また、悪臭を伴う残土は搬入いたしません。 

(3) 埋立て等に伴い苦情が発生した場合、事業者の責任におい

て早急に対処し改善いたします。 

2 

住宅政策課 

R8.4.1 

□□氏と協議 

建築物の敷地には、いたしません。 

3 

文化財保存活用課

分室 

R8.4.1 

△△氏と協議 

「埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについて（照

会）」の文書（市教育委員会教育長宛）を提出し、（令和〇年〇

月〇日付け）、「埋蔵文化財の取り扱いについて」協議しまし

た。 

・

・

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
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Ⅹ 提出図書作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

退出経路→ 

←搬入経路 
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〔記載例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工期間 自 年 月 日 

 至 年 月 日 
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1 現場組織表 

(1) 事業者名 

 

 

 

(2) 現場施工体制 

 

 

 

 

(3) 緊急時連絡体制（２名） 

 

 

 

 

2 特定事業に使用する機械・資材 

(1) 使用機械 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用資材 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 施工方法 

(1) 準備工 

1） 工事着手前に特定事業区域・特定事業場区域の確認を行います。特定事業区域を

明確にするために木杭（赤ペンキを塗布）を打ちます。木杭には計画盛土高さがわ

名称 規格・能力 数量 備考 

ブルドーザー 15t 1台  

バックホウ 0.6立方メートル 1台  

ダンプトラック 10t 1台  

    

    

名称 規格 数量 備考 

ヒューム管 径300mm 30本  

ブルーシート 3.6×5.4m 20枚  

松杭 径180mm 長2m 30本  

松板 高300mm 長1m 20枚  

    

現場責任者・ＴＥＬ 現場施工体制表  注１） 

緊急時連絡者名・ＴＥＬ 

事業者名・ＴＥＬ 

注 1）現場代理人、重機責任者 

事務責任者等を記入 
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かるように丁張を出します。また、木杭の場所には旗竿を立て位置がわかるように

します。（図‐1） 

2） 1）の作業後に特定事業区域・特定事業場区域の着工前の現況写真を撮ります。

特に、上側、排水路・湧水、赤道、青道等で後日目視確認ができない部分は現況写

真をとります。 

3） 特定事業場には、現場事務所及び標識板を設置します。 

4） 資材搬入用の搬入路を確保します。施工時には、土砂や砕石等が流出しないよう

注意しながら施工します。 

市の確認を受けます。 

 

(2) 防災工 

1） 土砂及び濁水の流出を防止するため、仮調整池（沈砂池）、土堰堤、防護柵を設

置します。（図‐2） 

2） 上側から排水のための排水施設、湧水などの排水対策施設を設置します。 

（図‐3） 

3） 盛土の安定を図るために、軟弱地盤には安定処理、良質土による置換えの対策工

事を行います。また、擁壁工事も行います。なお、上記構造が設計の基準に達して

いることを確認します。（長さ・幅・深さ・面積・土の強度・材料の品質等） 

市の確認を受けます。 

 

(3) 搬入工 

1） 土砂等を搬入する日の 7日前までに土砂等搬入届及び発生元土砂等検査試料採取

計画書を提出します。 

2） 搬入された土砂の量がわかるよう管理台帳を常に現場事務所に備えます 

 

(4) 土工 

1） 土砂搬入届を市に提出いたします。 

2） 土砂は下段側から施工します。設計計画法面の丁張を設置し、設計計画法面を確

保しながら、施工を行います。（図‐4） 

3） 現地盤に段切りを行い、盛土土砂が滑らないように施工します。（図‐5） 

4） 土工事の締め固めはブルドーザーで施工し、1層を 30cm 程度で層状に施工し、

法面を確保しながら仕上げます。 

※ 降雨が予想される場合はブルーシート等で法面を保護し、法面の崩壊を防ぎま

す。 

5） 盛土高は、当初基礎面より垂直高さ 5m（最大）までとします。垂直高さ 2.5m毎

に小段（いぬばしり）を設け、その幅は 1m以上とします。また、小段は排水施設を

設け、法面の縦排水施設まで接続します。（図‐6） 

6） 法面緑化工事を行います。 
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7） 一段（高さ：5m）毎に確認検査を依頼します。 

8） 確認検査時には土砂の量が確認できるような図面を作成します。（図‐7） 

9） 以上の工事については、要所毎に写真撮影を行います。 

市の確認を受けます。 

10） 土工事については以上のことを繰り返します。 

11） 特定事業を開始した日から 4月ごとに市の職員立会の上、定期地質・水質検査

を実施します。 

12） 特定事業が許可期間内に計画どおり完了できるかどうかについて、完了できる

場合は特定事業完了事前届を工事完了の 2月前までに提出し、完了できない場合は

特定事業終了事前届を許可期限の 2月前までに提出します。 

13） 特定事業が完了したら、完了届を市に提出し、確認検査を依頼します。 

特定事業の完了検査を受けます。 

 

(5) 植樹工 

1） 覆土整地を行います。 

2） 法面緑化工事を行います。 

3） 植樹工事を行います。 

 

4 工程表 

別紙工程表のとおり 
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植栽配置図 

客土仕様図 
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特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使

用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 

1 土砂等の崩落、飛散及び流出の防止について 

土砂等の搬入後、土砂等の飛散を防止するため、散水や防砂ネット等による覆いをしま

す。 

2 安全対策について 

施工中は、場内の立入を禁止する防護柵、看板等を設置し安全を図ります。また、工事

関係者には、常に安全を呼びかけ、防災教育等も随時行います。 
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